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第1章 計画策定の背景と目的                 

１ 背景 

ーㄦでは、昭和 30 ヹ代ㄝ半に始まった鹿島開ㄓによって昭和 42 ヹ（1967 ヹ）の工団ㄗ造

成開始や、昭和 44 ヹ（1969 ヹ）の鹿島港開港など、ヸ規模開ㄓが進められ、以来、石油化学を

ヾ心とした重化学コンビナートのまちとしてㄓ展しています。それに歩調をㄊわせるように、ㄅ

ㄔ需要の拡ヸやㄦ民ニーズの多様化にこたえる形で、様々な公共施設の建設や整備をㄅってきま

した。 

特に、学校教育系施設や公営住宅、ㄦ民文化系施設・ㄈ・教育系施設、ㄅㄔ系施設などの建築

物の多くは、昭和 40 ヹ代初めから昭和 60 ヹ代初めにかけて集ヾㄡに整備されてきました。その

結果、近い将来、斉にヸ規模修繕や建替えのㄜ期を迎えることになります。 

加えて、道路、橋りょう、ヿ下水道等のンフラ施設もㄘ様の傾向にあり、今ㄝ、これらすべ

ての公共施設を、これまでとㄘじような水準で維持・更ㄥしていくことは、少ㄣㄖ齢化や将来の

ヽ口減少がㄒ込まれるヾ、ヸきな財ㄔ負担となることがㄒ込まれます。 

このような課題にㄚ応するため、「神栖ㄦ建築物耐震改修促進計画」や「神栖ㄦ公営住宅寿命

化計画」、「神栖ㄦ橋梁寿命化修繕計画」などの個別計画を策ㄠし、特ㄠの公共施設等について、

耐震化や寿命化を推進してきました。 

今ㄝはさらに、すべての公共施設等の現状について総ㄊㄡに管理し、既存の計画との整ㄊ性を

図りつつ、全体ㄡかつ期ㄡな視点で、公共施設等の効率ㄡな維持管理や建替え、再配置等を計

画ㄡに進めていくことが求められています。 

 

２ 目的 

公共施設等を取り巻く現状について客観ㄡにㄎ析することにより、期ㄡな視点で、公共施設

等の管理を総ㄊㄡに推進し、効果ㄡかつ効率ㄡに質のㄖい公共サービスを提供できるようにする

ことを目ㄡとして「神栖ㄦ公共施設等総ㄊ管理計画」（以下、「ー計画」という。）を策ㄠするもの

です。 
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３ 計画の位置づけ 

ー計画は、平成 25 ヹ 11 ㄌにヺが策ㄠした「ンフラ寿命化基ー計画」などを踏まえて策ㄠ

するもので、今ㄝの各施設の個別計画の指針となるものです。 

 また、ーㄦの最ヿ位計画である「神栖ㄦ総ㄊ計画」の下位計画として、「第３次神栖ㄦㄅ財ㄔ改

革ヸ綱」や「神栖ㄦ都ㄦ計画マスタープラン」、「神栖ㄦㄗ域防災計画」などとの連携を図り、各

施設やㄇ目ㄡにおける公共施設等の役割や機能等を踏まえた横断ㄡな考えㄛを示すものです。 

 なお、各種既存計画等のㄒ直しの際には、ー計画との整ㄊ性を図るものとします。 

図 1-1 ー計画の位置づけ 

 

４ 計画期間 

ーㄦでは、鹿島開ㄓの進展と歩調をㄊわせるように昭和 40 ヹ代初めから昭和 60 ヹ代にかけて

建設された施設が多く、これらは今ㄝ 40 ヹのㄟにヸ規模修繕や建替えのㄜ期が集ヾします。 

また、公共施設等の計画ㄡな管理においては、期ㄡな視点が不可欠であることなどを踏まえ、

平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟを計画期ㄟとします。  

神栖市総合計画 後期基本計画 （平成25年度～29年度）

神栖市公共施設等総合管理計画

神栖市建築物耐震改修促進計画 （平成21年3月）

神栖市水道ビジョン （平成20年度～29年度）

神栖市橋梁長寿命化修繕計画

（平成25年度、平成26年度～平成76年度）

神栖市学校適正規模適正配置基本計画
（平成22年11月）

神栖市公営住宅等長寿命化計画 （平成22年3月）

（個別計画）

連
携

インフラ

長寿命化

基本計画

（国の計画）

連
携

神栖市

まちづくりプラン
（平成17年2月）

神栖市都市計画

マスタープラン
（平成21年3月）

神栖市地域防災計画
（平成25年度改訂）

※公共施設等総合管理
計画策定にあたって
の指針
（平成26年4月22日
総務省通達）

（関連計画）

神栖市子どものための施設等再編基本計画

（平成27年12月）

神栖市下水道長寿命化計画 （平成27年）
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５ 計画の対象範囲 

ー計画のㄚ象は、ㄅㄔ財産、普通財産を問わずㄦ有財産の建築物（敷ㄗを含む）、およびㄅㄔ財

産である道路、橋りょう等をㄚ象範囲とするものであり、これらを「公共施設等」とします。 

公共施設等は、建築物系公共施設として、1.ㄦ民文化系施設、2.ㄈ・教育系施設、3.スポーツ・

レクリエーション系施設、4.学校教育系施設、5.ㄣ育て支援施設、6.保健・福祉施設、7.ㄅㄔ系

施設、8.公営住宅、9.供給処理施設、10.その他、11.ヿ水道施設、12.下水道施設の 12 類型、そ

して、ンフラ系公共施設として、1.道路、2.橋りょう、3.ヿ水道、4.下水道の 4 類型とします。 

図 1-2 ー計画のㄚ象範囲 

 

  

　土地 （建築物のない公園や広場など）

　その他 （動産・金融資産）

3. 上 水 道 （導水管、送水管、配水管）

4. 下 水 道 （下水道管（汚水・雨水））

インフラ系公共施設

1. 道 路 （一般道路、自転車歩行者道）

2. 橋 り ょ う

11. 上 水 道 施 設 配 水 場

12. 下 水 道 施 設 ポ ン プ 場

供 給 処 理 施 設 供 給 処 理 施 設 （リサイクルプラザ、衛生プラント、終末処理場）

10. そ の 他 そ の 他 （シルバー人材センター、かみす聖苑　等）

（市役所、総合支所、神栖市商工会館）

防 災 備 蓄 倉 庫 （神栖市総合防災備蓄倉庫）

8. 公 営 住 宅 公 営 住 宅

障 害 福 祉 施 設 （福祉作業所きぼうの家、矢田部ふれあい館）

普
通
財
産

（
行
政
財
産
以
外
の
財
産

）

行
政
財
産
の
う
ち
土
地
の
み
の
公
共
施
設

保 健 施 設 （保健・総合福祉センター、はさき保健センター）

7. 行 政 系 施 設 庁 舎 等

幼 児・ 児童 施設 （児童館、女性・子どもセンター、放課後児童クラブ室）

6. 保 健 ・ 福 祉 施 設 高 齢 福 祉 施 設 （福祉センター、健康・福祉会館　等）

その他教育施設 （教職員住宅、学校給食共同調理場）

5. 子 育 て 支 援 施 設 幼 稚園 ・保 育所

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・
観 光 施 設

（日川浜オートキャンプ場）

温 浴 施 設 （ふれあいセンター湯楽々、ゆ～ぽ～とはさき鹿島開発記念施設）

4. 学 校 教 育 系 施 設 学 校 施 設 （小学校、中学校）

博 物 館 （歴史民俗資料館）

3. ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 施 設 （武道館、体育館、パターゴルフ場、球場、サッカー場、プール 等）

集 会 施 設 （公民館、生涯学習センター、コミュニティセンター　等）

普
通
財
産
の
う
ち
建
築
物
が
あ
る
公
共
施
設

文 化 施 設 （神栖市文化センター）

2. 社 会 教 育 系 施 設 図 書 館 （図書館、公民館図書室、生涯学習センター図書室）

市
 

有
 

財
 

産
 

（
公
 

有
 

財
 

産
 

）

行
政
財
産

（
公
用
又
は
公
共
用
に
供
す
る
財
産

）

公
共
施
設
等

建築物系公共施設

1. 市 民 文 化 系 施 設

9.

【対象施設】
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第2章 公共施設等の現況および将来の見通し          

１ 公共施設等の現況 

 公共施設等の現況は、建築物系公共施設とンフラ系公共施設の類型ごとに、建物の延床面積

や道路延等の総量、ヹ度別建築整備状況、耐震化の状況等について整理しました。 

（１）建築物系公共施設 

1）総量 

 建築物系公共施設について、平成 26 ヹ度末ㄜ点における保有状況を図 2-1、表 2-1 に整理し

ました。その結果、ーㄦの建築物系公共施設の保有数量は 131 施設、延床面積 303,234.58 ㎡と

なっています。 

 このうち最も延床面積の構成比率がヸきい施設類型は、学校教育系施設の 55.2 ％

（167,240.46 ㎡）であり、建築物系公共施設全体の過半数以ヿを占めています。2 番目がㄦ民

文化系施設で全体の 8.1%(24,486.21 ㎡)、3 番目がスポーツ・レクリエーション系施設の 7.5%

（22,794.40 ㎡）、4 番目が公営住宅の 5.9%（17,789.00 ㎡）となっています。この 4 つの施

設類型で全体の約 3/4 を占めています。 

図 2-1 建築物系公共施設の施設類型別延床面積構成（平成 26 ヹ度末ㄜ点） 

 

  

学校教育系施設

55.2%  167,240.46㎡

市民文化系施設

8.1%  24,486.21㎡

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系

施設

7.5%  22,794.40㎡

公営住宅

5.9%  17,789.00㎡

行政系施設

5.3%  16,153.69㎡

供給処理施設

4.9%  14,886.01㎡

子育て支援施設

4.2%  12,782.72㎡

保健・福祉施設

3.7%  11,228.27㎡

その他

1.9%  5,685.93㎡

社会教育系施設

1.7%  5,285.48㎡
下水道施設

1.2%  3,596.30㎡
上水道施設

0.4%  1,306.11㎡

延床面積

総量

303,234.58㎡
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表 2-1 建築物系公共施設の施設類型別延床面積（平成 26 ヹ度末ㄜ点） 

 
※構成比のㄊ計を 100%にするために端数処理をしています。  

面積（㎡） 構成比

01.集会施設 8 20,894.85 6.9%

02.文化施設 1 3591.36 1.2%

小計 9 24486.21 8.1%

03.図書館 6 3,935.48 1.3%

04.博物館 1 1,350.00 0.4%

小計 7 5,285.48 1.7%

05.ｽﾎﾟｰﾂ施設 11 18,428.85 6.1%

06.ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 2 956.97 0.3%

07.温浴施設 2 3,408.58 1.1%

小計 15 22,794.40 7.5%

08.学校 23 159,308.30 52.5%

09.その他教育施設 8 7,932.16 2.6%

小計 31 167,240.46 55.2%

10.幼稚園・保育所 10 8,263.22 2.7%

11.幼児・児童施設 11 4,519.50 1.5%

小計 21 12,782.72 4.2%

12.高齢福祉施設 3 6,743.10 2.2%

13.障害福祉施設 2 957.25 0.3%

14.保健施設 2 3,527.92 1.2%

小計 7 11,228.27 3.7%

15.庁舎等 3 14,861.33 4.9%

16.防災備蓄倉庫 1 1,292.36 0.4%

小計 4 16,153.69 5.3%

17.公営住宅 14 17,789.00 5.9%

18.供給処理施設 5 14,886.01 4.9%

19.その他 10 5,685.93 1.9%

20.配水場 4 1,306.11 0.4%

21.ポンプ場 4 3,596.30 1.2%

131 303,234.58 100%

9.供給処理施設

10.その他

11.上水道施設

12.下水道施設

合計

8.公営住宅

大分類 中分類 施設数
延床面積

1.市民文化系施設

2.社会教育系施設

3.ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設

4.学校教育系施設

5.子育て支援施設

6.保健・福祉施設

7.行政系施設
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２）人口 1 人当たりの建築物系公共施設延床面積 

茨城県ㄢ 32 ㄦのヽ口 1 ヽ当たりの建築物系公共施設延床面積を表 2-2、ㄘ比較を図 2-2 に整

理しました。 

ーㄦが保有する建築物系公共施設の延床面積をヽ口 1 ヽ当たりに換算すると、3.13 ㎡/ヽにな

ります。これは、茨城県ㄢ 32 ㄦの平均値 3.44 ㎡/ヽよりもやや低い水準にあります。 

また、全ヺㄦ村平均 3.42 ㎡/ヽ（典：「ㄋ治体別ヽ口・公共施設延床面積リスト」ㄐ洋ヸ）

と比べてもやや低い水準にあります。 

表 2-2 茨城県ㄢ 32 ㄦのヽ口 1 ヽ当たりの建築物系公共施設延床面積 

 
※建築物の総延床面積は基ーㄡにはㄅㄔ財産のみとし、普通財産は含めないものとします。 

典：ヽ口は「住民基ー台帳に基づくヽ口、ヽ口動態及び世帯数」（平成 27 ヹ 1 ㄌ 1 ヷ現在、総務省） 

ㄅㄔ面積は「平成 26 ヹ全ヺ都道府県ㄦ区村別面積調」（平成 26 ヹ 10 ㄌ 1 ヷ現在、ヺ土ㄗ理院） 

建築物の総延床面積は「公共施設状況調経ヹ比較表/ㄦ村経ヹ比較表（決算ヹ度 2014）」（総務省  

ㄗㄛ財ㄔ状況調査関係資料）  

自治体名
合併の有無
(平成11年

以降)

人口
[人]

行政面積
[k㎡]

建築物の
総延床面積

[㎡]

人口一人当たりの
延床面積
[㎡/人]

水戸市 合併あり 270,823 217.32 923,044 3 .41

つくば市 合併あり 227,029 283.72 594,995 2 .62

日立市 合併あり 185,149 225.71 762,143 4 .12

ひたちなか市 合併あり 155,680 99.83 448,879 2 .88

古河市 合併あり 140,975 123.58 409,438 2 .90

土浦市 合併あり 140,948 122.89 477,134 3 .39

取手市 合併あり 106,564 69.94 262,883 2 .47

筑西市 合併あり 104,617 205.30 394,335 3 .77

神栖市 合併あり 94,582 146.94 296,412 3 .13

牛久市 合併なし 84,454 58.92 187,223 2 .22

龍ケ崎市 合併なし 78,368 78.55 195,608 2 .50

笠間市 合併あり 76,766 240.40 225,949 2 .94

石岡市 合併あり 76,030 215.53 278,156 3 .66

鹿嶋市 合併あり 67,885 106.02 201,239 2 .96

守谷市 合併なし 64,763 35.71 140,611 2 .17

常総市 合併あり 61,460 123.64 228,343 3 .72

那珂市 合併あり 54,270 97.82 163,876 3 .02

坂東市 合併あり 54,073 123.03 178,278 3 .30

常陸太田市 合併あり 52,326 371.99 264,985 5 .06

結城市 合併あり 51,605 65.76 173,997 3 .37

小美玉市 合併あり 50,917 144.74 154,650 3 .04

つくばみらい市 合併あり 49,146 79.16 118,477 2 .41

鉾田市 合併あり 48,156 207.61 156,723 3 .25

北茨城市 合併なし 44,443 186.80 179,135 4 .03

下妻市 合併あり 43,334 80.88 141,372 3 .26

稲敷市 合併あり 42,769 205.81 176,218 4 .12

桜川市 合併あり 42,651 180.06 171,538 4 .02

常陸大宮市 合併あり 42,587 348.45 246,643 5 .79

かすみがうら市 合併あり 42,143 156.60 127,767 3 .03

行方市 合併あり 34,915 222.48 155,655 4 .46

高萩市 合併なし 29,656 193.58 143,412 4 .84

潮来市 合併あり 29,105 71.40 119,103 4 .09
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図 2-2 茨城県ㄢ 32 ㄦのヽ口 1 ヽ当たりの建築物系公共施設延床面積の比較 

 
※典：全ヺㄦ村の平均値はㄐ洋ヸ学 PPP センター「全ヺㄋ治体公共施設延床面積データ」（2012 ヹ 1 ㄌ） 
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３）建築年度別延床面積の整理 

建築物系公共施設について、平成 26 ヹ度（2014）における建築ヹ度別延床面積を図 2-3 に整

理しました。その結果、鹿島開ㄓの進展と歩調をㄊわせるように昭和 40 ヹ代初めから昭和 60 ヹ

代にかけて学校教育系施設をヾ心に、公営住宅、ㄦ民文化系施設・ㄈ・教育系施設、ㄅㄔ系施設

を整備してきたことがㄎかります。 

近ヹでは、学校施設の老朽化にㄚ応するため、小ヾ学校の改築を進めています。 

公共施設に多く使用されている、鉄筋コンクリート造建物の耐用ヹ数は約 60 ヹとされており、

今ㄝ、これらの建築物系公共施設が集ヾしてヸ規模修繕や建替えのㄜ期を迎え、ヸきな財ㄔ負担

になることが想ㄠされます。 

 

図 2-3 建築ヹ度別・類型別延床面積（平成 26 ヹ度末ㄜ点） 
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４）建築経過年数の状況 

建築物系公共施設について、平成 27（2014）ヹ 3 ㄌ 31 ヷを基準として、経過ヹ数別に保有

状況を整理しました。 

その結果、築 30 ヹ未満の建物は全体の 42%（12.5 万㎡）であり、建物の老朽化が懸念され

る築 30 ヹを経過した建物は全体の 58%（17.7 万㎡）と過半数を超えていることがㄎかります。 

延床面積の構成比は築 30 ヹ以ヿ 40 ヹ未満がㄖく、全体の 30%（9.2 万㎡）を占めるほか、

築 40 ヹ以ヿの建物が 28％（8.5 万㎡）を占め、老朽化が進んでいることがわかります。 

 

表 2-3 建築経過ヹ数別延床面積 

 

 

図 2-4 建築経過ヹ数別の延べ床面積（平成 26 ヹ度末ㄜ点） 

 

  

（単位：㎡）

施設類型 築40ヹ以ヿ 築30～40ヹ未満 築20～30ヹ未満 築10～20ヹ未満 築10ヹ未満 不明 ㄊ計

1.ㄦ民文化系施設 4,672.00 11,891.65 5,644.56 2,278.00 0.00 0.00 24,486.21

2.ㄈ・教育系施設 0.00 484.24 4,801.24 0.00 0.00 0.00 5,285.48

3.ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 5,802.60 6,330.00 6,411.37 3,183.02 1,067.41 0.00 22,794.40

4.学校教育系施設 55,972.00 51,922.00 23,843.00 13,721.12 21,782.34 0.00 167,240.46

5.ㄣ育て支援施設 2,805.72 3,741.90 1,703.00 3,571.60 960.50 0.00 12,782.72

6.保健・福祉施設 0.00 894.00 5,580.62 4,049.89 703.76 0.00 11,228.27

7.ㄅㄔ系施設 5,779.33 8,100.00 982.00 0.00 1,292.36 0.00 16,153.69

8.公営住宅 6,859.00 8,131.00 2,799.00 0.00 0.00 0.00 17,789.00

9.供給処理施設 2,496.07 0.00 539.00 11,850.94 0.00 0.00 14,886.01

10.その他 736.34 33.12 505.69 4,155.49 189.29 66.00 5,685.93

11.ヿ水道施設 636.50 0.00 0.00 424.00 245.61 0.00 1,306.11

12.下水道施設 0.00 0.00 3,596.30 0.00 0.00 0.00 3,596.30

ㄊ　計(㎡) 85,759.56 91,527.91 56,405.78 43,234.06 26,241.27 66.00 303,234.58

割　ㄊ（%） 28.3 30.2 18.6 14.3 8.7 0.0 100.0

築10年～20年未満

14％ 4.3万㎡

築20年～30年未満

19％ 5.6万㎡

築30年～40年未満

30％ 9.2万㎡

築40年以上

28％ 8.5万㎡

築10年未満

9％ 2.6万㎡
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5）耐震化の状況 

ㄥ耐震基準（※1）の建物の延床面積は 164,481 ㎡（54.2%）です。ㄛ、旧耐震基準（※1）の建

物の延床面積は 138,687 ㎡（45.7％）であり、そのうち 8.9％に当たる 26,996 ㎡については耐

震改修工ㄇ未実施です。 

耐震化の状況を施設ㄎ類別にみると、ㄅㄔ系施設（85.9％）と公営住宅（43.5％）で耐震改修

工ㄇ未実施の割ㄊがㄖい結果となっています。 

図 2-5 建築物系公共施設の耐震化の状況 

 

図 2-6 施設類型別の耐震化の状況 
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（２）インフラ系公共施設の現状 

1）総量 

ーㄦのンフラ系公共施設の現況を表 2-4 に示します。道路については延及び面積、橋りょ

うについては面積、ヿ水道施設、下水道施設については総延をそれぞれ集計しています。 

 

表 2-4 ンフラ系公共施設の現況（平成 27 ヹ 3 ㄌ 31 ヷㄜ点） 

種 別 総 量 

①道路 

ㄦ道 
実延ㄊ計 

道路面積 

1,086,515（m） 

7,136,868（㎡） 

ㄋ転車歩ㄅㄉ道路 
実延ㄊ計 

道路面積 

16,940（ｍ） 

66,931（㎡） 

②橋りょう  
橋りょう数 

面積 

117（橋） 

5,708（㎡） 

③ヿ水道   685,049（ｍ） 

④下水道 
公共下水道雨水管 

公共下水道汚水管 

 2,723（ｍ） 

270,233（ｍ） 

 

2）年度別整備量の状況 

ンフラ系公共施設のうち、①道路、②橋りょう、③ヿ水道、④下水道について、ヹ度別整備

量を整理しました。このうち、①道路と④下水道は古い台帳が整理されておらずヹ度別整備量の

把握が困難であるため、整備総量のみを示します。 

 

①道路 

平成27ヹ3ㄌ31ヷㄜ点の級ㄦ道、二級ㄦ道、その他ㄦ道のㄊ計整備量は実延1,086,515m、

道路面積 7,136,868 ㎡となっています。また、ㄋ転車歩ㄅㄉ道路は実延 16,940m、道路面積

66,931 ㎡となっています。土ㄗ区画整理ㄇや道路改良ㄇ等により整備を進めてきました。 

 

②橋りょう 

橋りょうのヹ度別整備量を図 2-7 に示します。ーㄦの橋りょうはㄈ・基盤整備に伴い昭和 40

ヹ代ㄝ半から整備が始まり、更ㄥの目安である建設ㄝ 60 ヹを超えているものはありません。し

かし、平成 39 ヹ以降は耐用ヹ数を超えた橋りょうが増加し、更ㄥの需要が増ヸしていきます。 
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図 2-7 橋りょうのヹ度別整備量 

 

 

③上水道 

ヿ水道のヹ度別整備量を図 2-8 に示します。ーㄦのヿ水道は、鹿島開ㄓの進展に伴って、昭和

40 ヹ代ㄝ半から整備が始まっています。更ㄥの目安である建設ㄝ 40 ヹを超えているものが全体

の 27.6%あり、近ヹ更ㄥの需要が増ヸしてきています。 

図 2-8 ヿ水道のヹ度別整備延 
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ーㄦの下水道は、鹿島開ㄓの進展に伴って整備が始まり、平成 27 ヹ 3 ㄌ 31 ヷㄜ点の整備量は、

公共下水道雨水管 2,723ｍ、公共下水道汚水管 270,233m、ㄊ計 272,956m となっています。 
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２ 人口推移と将来人口推計 

ーㄦ全体のヹ代別ヽ口のㄒ通しを示します。なお、ここで扱うヽ口データの実績値は各ヹのヺ

勢調査を、推計値については「神栖ㄦヽ口ビジョン」を参照しています。 

 

（１）総人口の推移と将来人口推計 

ㄦ全体の総ヽ口及びヹ齢 3 区ㄎヽ口推移と将来ヽ口推計を図 2-9 に示します。 

総ヽ口については、平成 37 ヹの 95,270 ヽをピークに減少に転じています。平成 27 ヹを起点

とすると 20 ヹㄝの平成 47 ヹには 94,430 ヽ、30 ヹㄝの平成 57 ヹには 92,038 ヽ、40 ヹㄝの

平成 67 ヹには 88,522 ヽに減少するものとㄒ込まれています。 

また、ヹ齢3区ㄎの構成比でみると、0歳以ヿ14歳以下のヹ少ヽ口比率は平成37ヹには13.7％、

平成 47 ヹには 13.9％、平成 57 ヹには 14.4％、平成 67 ヹには 14.3％に減少するものと推計さ

れています。ㄛ、65 歳以ヿの老ヹヽ口比率は平成 37 ヹには 24.7％、平成 47 ヹには 27.5％、

平成 57 ヹには 30.7％、平成 67 ヹには 31.0％と推計されています。 

図 2-9 ヽ口推移と将来ヽ口推計 
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３ 財政 

公共施設の｢更ㄥ問題｣が深刻化するㄞに、ヾ 期ㄡな視点から、公共施設の整備について｢選択

と集ヾ｣の適切な判断をㄅうための具体ㄡな検討をㄅい、施策へ反映させていくことが重要です。

平成 26 ヹ度においては、ㄥたに公共施設整備基ㄆを設置し約 12 億円の積立をㄅっていますが、

引き続き財源の確保に取り組むとともに、財ㄔ負担を軽減・平準化していく必要があります。 

平成 26 ヹ度決算に基づく各指標ㄎ析は次のとおりです。 

 

（１）健全性（持続可能性） 

神栖ㄦが所有している「資産」から、将来ㄡにㄦが支払うことになる「負債」を差し引いた「純

資産」は増加しています。これは、ㄞヹ度よりも「資産」が増加し「負債」が減少したからです。

般・計でみるとㄦ債の現在ㄖが減少しているため、債務償還可能ヹ数(*2)が短くなっており、健

全性（持続可能性）は改善していると言えます。 

図 2-10 債務償還可能ヹ数の推移 

 

 

 

（２）効率性（行政活動の効率性） 

職員数の減少等により、ヽ件費はヹ々減少傾向にあります。また、平成 26 ヹ度はㄐヷーヸ震

災の災害復旧ㄇが完了したことにより物件費等がヸ幅に減少し、その結果として総ㄅㄔコスト

は震災ㄞの水準になっています。今ㄝは、よりいっそうㄇの費用ㄚ効果やコストコントロール

を意識していく必要があります。  
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（３）資産適合性（資産形成度） 

水道・計を除く単体・計（＊3）での平成 26 ヹ度における減価償却実施ㄞの償却資産の取得価額

は約 1,976 億円、減価償却累計額は約 1,137 億円であり、償却資産の取得価額から減価償却累計

額を差し引いた減価償却実施ㄝのヹ度末資産残ㄖは 839 億円となりました。 

有形固ㄠ資産減価償却率において、ㄞヹ度より 0.5 ポントヿ昇し 57.５％となりました。平

成 24 ヹ度は 56.4%、平成 25 ヹ度は 57.0%、平成 26 ヹ度は 57.5%と推移しており、資産の

老朽化が進んでいる傾向になります。 

図 2-11 公共施設等の有形固ㄠ資産減価償却率（単ヹ度決算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※2）債務償還可能ヹ数：経常ㄡなㄅㄔ活動の収支における黒字額すべてをㄗㄛ債の返還ㄆに充てたと仮ㄠした

ㄑㄊ、返済が可能なヹ数をいいます。 

（※3）単体・計：般・計にヺ民健康保険特別・計、公共下水道ㄇ特別・計、介護保険特別・計、ㄝ期ㄖ齢ㄉ

医療特別・計を含めたものをいいます。  
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（４）歳入 

ㄗㄛ税収ㄙについては、ほぼ横ばいの傾向にあります。ㄗㄛ交付税については、平成 23 ヹ度

以降は震災復興特別交付税が交付されているため増えていますが、震災復興ㄇの終息及びㄊ併

算ㄠ替による普通交付税の減額措置が講じられるため、減少していくことがㄒ込まれます。 

表 2-5 歳ㄙ決算額の推移（普通・計決算） 

 

 

図 2-12 歳ㄙ決算額の推移（普通・計決算） 

 

  

（単位：億円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

一般財源 222 259 258 261 243 249 304 304 284 280

地方税 185 217 232 231 214 219 218 214 220 217

地方交付税 8 9 2 7 7 9 65 69 42 41

その他一般財源 30 34 24 23 22 21 21 21 22 22
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地方債 17 14 14 16 16 13 12 19 20 21
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その他特定財源 72 44 57 51 71 53 61 88 87 90
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（５）歳出 

ヽ件費・物件費・維持補修費・扶助費（※4）・補助費の消費ㄡ経費（※5）は近ヹ減少傾向でしたが、

平成 26 ヹ度では 255 億円となり、平成 21 ヹ度を越える水準となっています。これはヽ件費の

減少以ヿに扶助費の増加がヸきいことに起因しています。扶助費は、平成 17 ヹ度 38 億円であっ

たものが平成 26 ヹ度は 79 億円にまで増加しています。 

 

表 2-6 歳決算額の推移（普通・計決算） 

 

 

図 2-13 歳決算額の推移（普通・計決算） 

 

 

（※4）扶助費：ㄈ・保障制度の環として各種法令に基づいて、ㄕ活困窮ㄉ、児童、老ヽ、心身障害ㄉ等を援助

するために要する経費をいいます。 

（※5）消費ㄡ経費：扶助費のほか、各種団体への補助ㄆや負担ㄆ、道路や学校など各公共施設の維持補修費、施

設に必要な物品の購ㄙ費、職員給与等の経費であり、支効果が単ヹ度又は短期ㄟに終わる性質の経費を

いいます。 

（単位：億円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

人件費 64 66 64 61 59 56 56 53 48 47

物件費 53 50 54 53 55 56 58 64 63 66

維持補修費 5 3 5 6 6 7 6 8 8 10

扶助費 38 48 51 54 57 73 77 75 76 79

補助費等 53 46 44 46 76 51 51 46 49 53

消費的経費 213 213 218 219 252 242 248 246 243 255

投資的経費 40 28 39 43 52 43 58 92 137 74

公債費 23 22 22 22 21 21 22 22 22 27

積立金・投資及び出資金・貸付金 15 20 35 42 18 21 51 44 36 70

繰出金 32 34 32 29 29 32 42 47 34 31

合計 323 317 347 355 373 358 420 451 472 458

義務的経費（人件費・扶助費・公債費） 125 136 137 137 137 149 154 150 146 154
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（６）投資的経費の内訳 

投資ㄡ経費（※6）は、災害復旧ㄇ費を除くと平成 22 ヹ度 41 億円、平成 23 ヹ度 29 億円、平

成 24 ヹ度 48 億円、平成 25 ヹ度 67 億、平成 26 ヹ度 68 億円と推移しています。 

災害復旧ㄇ費は、ㄐヷーヸ震災等の影響による特殊要因であるため投資ㄡ経費から除いてい

ます。 

投資ㄡ経費のうち、公共施設にㄚするものは平成 22 ヹ度 33 億円、平成 23 ヹ度 25 億円、平

成 24 ヹ度 42 億円、平成 25 ヹ度 61 億円、平成 26 ヹ度 63 億円と推移しています。 

 

表 2-7 投資ㄡ経費のㄢ訳 

 

図 2-14 投資ㄡ経費のㄢ訳推移 

 

 

（※6）投資ㄡ経費：その支の効果が資ーの形成のためのものであり、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅

など将来に残るㄈ・資ーの整備等に要する経費をいいます。  
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

投資的経費 40 28 39 43 52 43 58 92 137 74

　公共施設 20 9 24 30 26 33 25 42 61 63

　道路及び橋りょう 10 7 7 7 6 5 0 1 3 4

　用地取得費 0 4 3 0 14 1 1 1 1 3

　その他 10 8 5 6 6 4 31 48 71 4

　　災害復旧事業費 (2) (29) (44) (70) (6)

災害復旧事業を除く投資的経費 40 28 39 43 52 41 29 48 67 68
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（７）公共施設に係る投資的経費の内訳 

「過去 5 ヹㄟにおける」建築物系公共施設に係る投資ㄡ経費は、平成 22 ヹ度 33 億円、平成

23 ヹ度 25 億円、平成 24 ヹ度 42 億円、平成 25 ヹ度 61 億円、平成 26 ヹ度 63 億円と推移して

います。平成 25 ヹ度では教育施設の耐震化をヾ心とした既存更ㄥㄎに加えて、神栖ヾ央公園（防

災公園）に係るㄥ規整備ㄎが、平成 26 ヹ度では波崎第ヾ学校改築工ㄇ等整備ㄎが、増加に起

因しています。 

表 2-8 建築物系公共施設に係る投資ㄡ経費のㄢ訳 

※用ㄗ取得ㄎ：公共施設に係る用ㄗ取得費 

 

図 2-15 建築物系公共施設に係る投資ㄡ経費のㄢ訳推移 
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４ 公共施設等の将来更新等費用及び財源の見込 

ーㄦの公共施設等を、全て現状のまま維持したㄑㄊに今ㄝどれだけの費用がかかるのかを試算

し、それらに充てることができる財源と比較することで、公共施設等の維持に関する財ㄔヿの課

題を抽します。算ㄛ法は、総務省が活用を推奨している公共施設等更ㄥ費用試算ソフト（

般財団法ヽㄗ域総ㄊ整備財団公開）による試算条件を適用しています。 

 

（１）公共施設等の将来更新等費用 

1）建築物系公共施設の将来更新等費用 

まず、ーㄦの建築物系公共施設を全て現状のまま維持したㄑㄊにかかる将来更ㄥ等費用（ヸ規

模修繕と建替え等にかかる費用）を図 2-16 に示します。平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの

40 ヹㄟで、将来更ㄥ等にかかる費用は総額約 1,151 億円となります。 

ここで、計画期ㄟを図 2-16 に示すように 10 ヹ単位で 4 つのステージにㄎけ、10 ヹごとに区

切った計画期ㄟを設ㄠすると、更ㄥ等費用が集ヾするのは、平成 39 ヹ度からの第 2 ステージと

平成 49 ヹ度からの第 3 ステージになります。将来更ㄥ等費用をー計画の計画期ㄟである 40 ヹで

平準化したㄑㄊ、ヹㄟ平均で約 28.8 億円かかるㄒ込みとなります。 

図 2-16 建築物系公共施設の将来更ㄥ等費用の推計（工ㄇ種別） 

 

※取り壊し予ㄠ建物は試算には含めていません。 

※平成 27 ヹ度に建設された（ㄥ設）第二学校給食共ㄘ調理ㄑ、神栖ㄦ波崎ㄗ区防災拠点施設、並びに建設ヾの神

栖ヾ央公園防災ゕリーナ（仮称）、はさき火葬ㄑは試算に含めています。 

※ヿ水道施設（配水ㄑ）及び下水道施設（ポンプㄑ）はンフラ系公共施設に計ヿしています。 
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次に施設類型別に試算したものを図 2-17 示します。 

これをㄒると、平成 29 ヹ度からの第 1 ステージ 10 ヹㄟでは、各施設類型すべてにわたって更

ㄥ等費用(ヸ規模修繕費用)がㄒ込まれますが、なかでも学校教育系施設に係る費用が多い傾向に

あります。 

次の平成 39 ヹ度からの第 2 ステージ 10 ヹㄟでは、昭和 40 ヹ代に建設の始まった学校教育系

施設の更ㄥㄜ期が集ヾするため、更ㄥ等費用の増加がㄒ込まれます。この傾向は次の平成 49 ヹ

度からの第 3 ステージも続きます。また、平成 58 ヹ度にスポーツ・レクリエーション系施設の

更ㄥ等費用が突していますが、これは、神栖ヾ央公園防災ゕリーナ（仮称）がヸ規模修繕ㄜ期

（建設ㄝ 30 ヹ）を迎えることによりㄒ込むものです。 

図 2-17 建築物系公共施設の将来更ㄥ等費用の推計（施設類型別） 
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2）インフラ系公共施設の更新等費用 

ンフラ系公共施設として、①道路、②橋りょう、③ヿ水道、④下水道施設、⑤ンフラ系公

共施設のㄊ計についての将来更ㄥ等費用を試算したものを図 2-18～図 2-22 に示します。 

①道路 

古い台帳が整備されておらずヹ度別整備量の把握が困難であるため、平成 11 ヹ度から平成 26

ヹ度に均等に整備したものとして試算しました。平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟで

の将来更ㄥ等費用は約 899 億円で、平均するとヹㄟ約 22.5 億円かかるㄒ込みです。 

図 2-18 ①道路の将来更ㄥ等費用試算 

②橋りょう 

平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟでの将来更ㄥ等費用は約 18 億円で、平均すると

ヹㄟ約 0.4 億円かかるㄒ込みです。 

図 2-19 ②橋りょうの将来更ㄥ等費費用 
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③上水道施設 

平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟでの将来更ㄥ等費用は約 681 億円で、平均すると

ヹㄟ約 17.0 億円かかるㄒ込みです。 

第 1 ステージの 10 ヹㄟは、耐用ヹ数を超過している施設の更ㄥ等費用が増加するㄒ込みです。

また、次のピークは第 3 ステージのㄝ半から更ㄥ等費用が増加するㄒ込みです。 

図 2-20 ③ヿ水道施設の将来更ㄥ等費用試算 

 

 

④下水道施設 

古い台帳が整備されておらずヹ度別整備量の把握が困難であるため、昭和 40 ヹ度から平成 26

ヹ度に均等に整備したものとして試算しました。その結果、平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの

40 ヹㄟでの将来更ㄥ等費用は約 317 億円で、平均するとヹㄟ約 7.9 億円かかるㄒ込みです。 

図 2-21 ④下水道施設の将来更ㄥ等費用試算 
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24 

 

⑤インフラ系公共施設の将来更新等費推計（合計） 

ンフラ系公共施設の将来更ㄥ等費用のㄊ計を図 2-22 に示します。 

平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟでの将来更ㄥ等費用は約 1,915 億円で、平均する

とヹㄟ約 47.9 億円かかるㄒ込みです。 

第 1 ステージの 10 ヹㄟでは、ヿ水道施設の耐用ヹ数超過施設にかかる費用が増加するㄒ込み

です。また、第 3 ステージのㄝ半から再びヿ水道施設にかかる費用が増加するㄒ込みです。 

図 2-22 ⑤ンフラ系公共施設の将来更ㄥ等費用の推計（ㄊ計） 
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25 

 

3）全ての公共施設等の将来更新等費用 

建築物系公共施設及びンフラ系公共施設の将来更ㄥ等費用の推計のㄊ計を図 2-23 に示しま

す。 

平成 29 ヹ度から平成 68 ヹ度までの 40 ヹㄟで更ㄥ等にかかる費用は約 3,065 億円で、平均す

るとヹㄟ約 76.6 億円かかるㄒ込みです。 

第 1 ステージのㄞ期はンフラ系公共施設のうち、耐用ヹ数を超過したヿ水道施設にかかる費

用が増加するㄒ込みです。また、第 2 ステージのㄝ期から第 3 ステージにかけて建築物系公共施

設にかかる費用の増加がㄒ込まれます。 

図 2-23 全ての公共施設等の将来更ㄥ等費用の推計 
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（2）将来更新等費用の試算条件 

般財団法ヽ ㄗ域総ㄊ整備財団が公開している「公共施設等更ㄥ費用試算ソフト ver.2.10」

の試算条件を適用して算しました。計算条件は以下のとおりです。 

1）建築物系公共施設 

 現状施設に加えて、整備が予ㄠされている神栖ヾ央公園防災ゕリーナ（仮称）他３施設
(※7)を含め試算しています。 

 築 60 ヹで更ㄥを実施します。 

 築 30 ヹでヸ規模修繕を実施します。 

 ヸ規模修繕、建替えの積み残し(※８)は最初の 10 ヹㄟで実施します。 

 設計から施工まで複数ヹ度にわたり費用がかかることを考慮し、建替えについては 3 ヹ

ㄟ、ヸ規模修繕については 2 ヹㄟで費用を均等配ㄎします。 

 ヸ規模修繕及び建替え単価は表 2-9 のとおりです。 

表 2-9 建築物系公共施設のヸ規模修繕及び建替え単価 

施設ㄎ類 
ヸ規模修繕単価 

（円/㎡） 
建替え単価 
（円/㎡） 

ㄚ応する総務省ㄎ類 

ㄦ民文化系施設 250,000 400,000 ㄦ民文化系施設 

ㄈ・教育系施設 250,000 400,000 ㄈ・教育系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 200,000 360,000 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

学校教育系施設 170,000 330,000 学校教育系施設 

ㄣ育て支援施設 170,000 330,000 ㄣ育て支援施設 

保健・福祉施設 200,000 360,000 保健・福祉施設 

ㄅㄔ系施設 250,000 400,000 ㄅㄔ系施設 

公営住宅 170,000 280,000 公営住宅 

供給処理施設 200,000 360,000 供給処理施設 

その他 200,000 360,000 供給処理施設 

ヿ水道施設 200,000 360,000 供給処理施設 

下水道施設 200,000 360,000 供給処理施設 

 

2）インフラ系公共施設 

①道路 

 現状施設のみの試算で、今ㄝㄥたに整備されるものはㄚ象としていません。 

 整備ㄝ 15 ヹで更ㄥを実施します。 

 更ㄥ費用の単価は表 2-10 のとおりです。 

 

（※７）他 3 施設：平成 27 ヹ度に建設された（ㄥ設）第二学校給食共ㄘ調理ㄑ、波崎総ㄊ支所・防災センター、

はさき火葬ㄑのことです。 

（※８）積み残し：試算ㄜ点で更ㄥヹ数を既に経過し、ヸ規模修繕又は建替えられなくてはならないはずの施設

が、ヸ規模修繕又は建替えられずに残されている状況のことです。  
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表 2-10 道路の更ㄥ単価 

ㄎ類 更ㄥ単価（円/㎡） 

般道路、ㄋ転車歩ㄅㄉ道路 4,700 

②橋りょう 

 現状施設のみの試算で、今ㄝㄥたに整備されるものはㄚ象としていません。 

 整備ㄝ 60 ヹで更ㄥを実施します。 

 更ㄥの積み残し(※8)は最初の 5 ヹㄟで実施します。 

 構造に係らずすべてコンクリート橋で更ㄥします。 

 更ㄥ費用の単価は表 2-11 のとおりです。 

表 2-11 橋りょうの更ㄥ単価 

ㄎ類 更ㄥ単価（円/㎡） 

コンクリート橋 425,000 

③上水道 

 現状施設のみの試算で、今ㄝㄥたに整備されるものはㄚ象としていません。 

 整備ㄝ 40 ヹで更ㄥを実施します。 

 更ㄥの積み残し(※8)は最初の 5 ヹㄟで実施します。 

 更ㄥ費用の単価は表 2-12 のとおりです。 

表 2-12 ヿ水道の更ㄥ単価（配水管） 

管径 更ㄥ単価（円/ｍ） 

150 ㎜未満 97,000 

150～200 ㎜ 100,000 

200～250 ㎜ 103,000 

250～300 ㎜ 106,000 

300～350 ㎜ 111,000 

350～400 ㎜ 116,000 

400～450 ㎜ 121,000 

450～550 ㎜ 128,000 

④下水道 

 現状施設のみの試算で、今ㄝㄥたに整備されるものはㄚ象としていません。 

 整備ㄝ 50 ヹで更ㄥを実施します。 

 更ㄥの積み残し(※８)は最初の 5 ヹㄟで実施します。 

 更ㄥ費用の単価は表 2-13 のとおりです。 

表 2-13 下水道及び農集落排水施設の更ㄥ単価 

管種 更ㄥ単価（円/ｍ） 

コンクリート管 124,000 
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（3）充当可能な財源見込みと公共施設等の将来更新等費用との比較 

１）財源見込み 

過去 5 ヹㄟの投資ㄡ経費(実績値)を表 2-14 に示し、公共施設等の将来更ㄥ等費用に充てられ

るㄒ込額を表 2-15 に示します。般・計及び特別・計ともに、過去 5 ヹㄟの実績値（平均）を

将来更ㄥ等費用に充てられるㄒ込額とみなし算しました。また、震災等災害復旧に関する投資

ㄡ経費については、通常の経費ではないため特殊要因として実績値（平均）を差し引きます。 

この結果、般・計と特別・計をㄊわせた建築物系公共施設、ンフラ系公共施設の将来充当

可能な財源ㄒ込みは、ヹㄟ約 70.0 億円となります。 

 

表 2-14 過去 5 ヹㄟの投資ㄡ経費（実績値） 

 

表 2-15 将来更ㄥ等費用に充てられるㄒ込額（過去 5 ヹㄟにおける投資ㄡ経費の平均値） 

 

 

  

ㄚ象 ㄒ込み額（千円/ヹ）

普通建設ㄇ費(建築物系） 4,480,295

普通建設ㄇ費(ンフラ系） 3,602,512

水道ㄇ・計 建設改良費（資ーㄡ支） 838,117

下水道ㄇ・計 建設改良費（資ーㄡ支） 1,102,039

▲860300

▲2,160,787

7,001,876

特別・計

災害復旧ㄇ費（建築物系・特殊要因）

災害復旧ㄇ費（ンフラ系・特殊要因）

ㄊ計

・計区ㄎ

般・計

（単位：千円）

平成22ヹ度 平成23ヹ度 平成24ヹ度 平成25ヹ度 平成26ヹ度

①投資ㄡ経費（建築物系） 3,255,168 2,522,939 4,160,098 6,124,184 6,339,086

②投資ㄡ経費（ンフラ系） 1,082,019 3,246,734 5,031,949 7,560,906 1,090,952

③水道ㄇ・計（建設改良費） 1,666,730 391,451 626,924 480,616 1,024,865

④下水道ㄇ・計（建設改良費） 924,755 516,829 745,652 1,123,045 2,199,913

⑤災害復旧ㄇ費（建築物系・特殊要因） 19,104 1,797,334 1,880,412 563,524 41,124

⑥災害復旧ㄇ費（ンフラ系・特殊要因） 172,145 1,090,112 2,515,092 6,453,665 572,921

ㄊ計（①〒②〒③〒④〓⑤〓⑥） 6,737,423 3,790,507 6,169,119 8,271,562 10,040,771
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２）将来更新等費用 

建築物系公共施設及びンフラ系公共施設の将来更ㄥ等費用（推計額）を表 2-16 に示します。

建築物系公共施設及びンフラ系公共施設をㄊ計した将来更ㄥ等費用は、ヹㄟ約 76.6 億円にな

ります。これにㄚして、充当可能な財源のㄒ込みは表 2-15 のとおりヹㄟ約 70.0 億円であり、

ヹㄟ約 6.6 億円の不足がㄒ込まれます。これにより、将来更ㄥ等費用は、充当可能な財源ㄒ込み

額の約 1.1 倍の費用が必要となります（図 2-24 参照）。 

 

表 2-16 将来更ㄥ等費用 

 

図 2-24 将来更ㄥ等費用と充当可能な財源ㄒ込み額の比較 
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建築物系公共施設 インフラ系公共施設 充当可能な財源見込み（5ヵ年平均） １年当たりの更新等費用
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将来の更新等費用：約 億円3,065

（年度）

約1.1倍

年間約6.6億円不足

10年間 約 億円 10年間 約 億円10年間 約 億円 10年間 約 億円810 775 886 594

第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ 第4ステージ
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５ 現状と課題に関する基本認識 

ㄞ節で示したとおり、ーㄦにおける公共施設等の更ㄥ等費用（ヸ規模修繕及び建替え等にかか

る経費）は、将来ヸきな財ㄔ負担となることが想ㄠされます。また、ーㄦの将来ヽ口推計は平成

37 ヹまでは微増傾向にあるものの、それ以降は減少することがㄒ込まれており、これに伴う税収

減や、ㄖ齢化の進展によるㄈ・保障費等の増加も想ㄠされます。 

これらを踏まえ、ーㄦにおける公共施設等の課題とその基ー認識を以下のとおり整理します。 

 

（１）公共施設等の安全性と機能性の確保 

ーㄦでは、昭和 40 ヹ代初めから 60 ヹ代にかけて集ヾㄡに建築物系公共施設が整備されてきま

した。その結果、建築物系公共施設については、10 ヹㄝに更ㄥの目安である築 60 ヹ以ヿとなる

施設は全体の 1.4％ですが、ヸ規模修繕の目安である築 30 ヹ以ヿとなる施設は全体の約 77.1％

を占めています。 

ンフラ系公共施設については、平成 25 ヹ度に策ㄠした「神栖ㄦ橋梁寿命化修繕計画」や

平成 27 ヹ度に策ㄠした「神栖ㄦ下水道寿命化計画」により、計画ㄡに寿命化が進められて

いますが、その他ンフラ系公共施設についても、今ㄝは耐用ヹ数を迎えるものが増加していく

傾向にあります。これら老朽化の問題にㄚ応するため、公共施設等の寿命化を図るとともに、

安全性と機能性を確保していく必要があります。 

 また、ーㄦは平成 23 ヹ 3 ㄌ 11 ヷにㄓㄕしたㄐヷーヸ震災でㄓㄕした津波により甚ヸな被害を

受けました。そのため、公共施設の耐震化や公共施設の配置に当たっては、津波浸水想ㄠを考慮

した配置などの防災・減災ㄚ策に取り組む必要があります。 

 

（２）市民ニーズに対応した公共サービスの提供 

ーㄦが保有する建築物系公共施設のヽ口 1 ヽ当たりの延床面積は 3.13 ㎡/ヽであり、全ヺㄦ

村平均（3.42 ㎡/ヽ）、茨城県ㄢ 32 ㄦの平均（3.44 ㎡/ヽ）と比較するとやや低い水準にありま

すが、これに現在建設ヾの神栖ヾ央公園防災ゕリーナ（仮称）等を加えると、3.39 ㎡/ヽとなり

ほぼㄘ水準の延床面積となります。（p.6 表 2-2、ｐ.7 図 2-2 参照） 

ㄛ、現在の延床面積の総量を維持したㄑㄊ、今ㄝのヽ口減少によりヽ口 1 ヽ当たりの延床面

積は増加し、施設の更ㄥ等にかかるヽ口 1 ヽあたりの費用負担も増加することがㄒ込まれます。 

したがって、ヽ口構造の変化に伴うㄦ民ニーズの変化にㄚ応しつつ、質のㄖい公共サービスの

提供を維持していく必要があります。 
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（３）公共施設等の将来更新等費用の抑制 

ーㄦの公共施設等の将来更ㄥ等費用は、ヹㄟ約 76.6 億円かかるㄒ込みであり、将来充当可能

な財源ㄒ込み額であるヹㄟ約 70.0 億円の約 1.1 倍となります。（p.28 図 2-24 参照） 

こうしたㄎ析結果に加え、財ㄔについては、ヽ口減少や少ㄣㄖ齢化、ㄈ・保障費の増加など、

今ㄝも厳しい状況が想ㄠされるため、早急に公共施設等の将来更ㄥ等費用の抑制を図っていくこ

とが求められます。 
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第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針  

１ 基本目標 

ーㄦの公共施設等を取り巻く現状と課題、将来の費用負担に関する試算結果を踏まえ、ー計画

の基ー目標をㄠめます。 

建築物系公共施設については、安全性と機能性を確保し、質のㄖい公共サービスを維持したヿ

で、公共施設全体の効率ㄡな有効活用と最適化を目指します。 

ンフラ系公共施設については、ㄦ民のヷ常ㄕ活や経済活動における重要なラフランであ

るとともに、ヸ規模災害ㄜには救護や災害復旧等においても重要な基盤施設であることから、安

全性と利便性を確保しつつ、寿命化等による経費の抑制を目指します。 

（１）建築物系公共施設に関する基本目標 

１）施設の適正管理及び長寿命化 

施設の安全性と機能性を継続ㄡに確保するため、法ㄠ点検及びヷ常点検を徹底し、耐震化や

計画ㄡな修繕等の実施により、施設の適正管理及び寿命化に努めます。 

２）施設の適正配置及び有効活用 

質のㄖい公共サービスを提供し続けるため、ヽ 口構造等の変化に伴うㄦ民ニーズに適応した

施設配置及び有効活用に努めます。 

３）施設の最適化による将来負担の抑制 

今ㄝ増ヸがㄒ込まれる将来の更ㄥ等費用の軽減を図るため、民ㄟとの協ㄘや統廃ㄊ・複ㄊ化

等による施設の最適化を目指します。 

４）建築物系公共施設の削減目標の検討 

【ㄞ提条件】 

①27 ページ表 2-15 将来更ㄥ等費用に充てられるㄒ込み額を将来充当可能な財源とㄒなし、ㄕ

産ヹ齢ヽ口の減少によるㄦ民税（個ヽㄎ）の減少と老ヹヽ口の増加による扶助費の増加を加

味したシミュレーションをㄅいました。 

②震災等災害復旧に関する投資ㄡ経費は特殊要因として投資ㄡ経費から除きました。 

 

【結果】 

公共施設等の将来更ㄥ等費用に充てられるㄒ込額は、表 3-1 に示すように、平成 29 ヹ度

から 68 ヹ度の 40 ヹㄟの平均は 22.3 億円／ヹとなりました。 

ㄛ、将来の更ㄥ等費用は 28 ページの表 2-16 で示したとおり、ヹㄟ約 28.8 億/ヹであ

り、目標とする削減率は下記の計算の結果、約 10％となりました。この推計結果を踏まえ、

将来更ㄥ等費用の縮減に取り組んでいきます。 

 

（１ 〓 22.3 億円/ヹ ÷ 28.8 億円/ヹ ）✕100 ＝ 22.6％→約 23％ 

（ㄒ込み額）   （将来更ㄥ等費用）        （削減目標） 
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表 3-1 将来更ㄥ費用に充てられるㄒ込み額推計（建築物系） 

 

【計算式】 

( 将来更ㄥ費用に充てられるㄒ込み額の推計値 ) 

＝ ( 直近 5 ヹㄟの建築物系公共施設に係る投資ㄡ経費の平均値 ) 〓 

   [( 直近 5 ヹㄟのㄦ民税（個ヽ）平均値 ) 〓 ( ㄦ民税（個ヽ）推計値 ) ] 〓 
 

ヽ口減少によるㄦ税収ㄙの減少ㄎ 

   [ ( 扶助費推計値 ) 〓 ( 直近 5 ヹㄟの扶助費 ) ] 
 

従属ヽ口（ヹ少ヽ口+老齢ヽ口）増加による扶助費の増加ㄎ 

 

市税収入の

減少分

[百万円]

扶助費の

増加分

[百万円]

見込み額

[百万円]
※H22～26は実績値

市税収入の

減少分

[百万円]

扶助費の

増加分

[百万円]

見込み額

[百万円]
※H22～26は実績値

平成22年度 － － 3,236 平成47年度 571 744 2,305

平成23年度 － － 726 平成48年度 618 784 2,218

平成24年度 － － 2,280 平成49年度 665 825 2,130

平成25年度 － － 5,561 平成50年度 712 865 2,043

平成26年度 － － 6,298 平成51年度 759 906 1,956

平成27年度 97 148 3,375 平成52年度 806 946 1,868

平成28年度 126 194 3,301 平成53年度 833 955 1,832

平成29年度 155 239 3,226 平成54年度 861 963 1,796

平成30年度 185 285 3,151 平成55年度 889 972 1,760

平成31年度 214 330 3,076 平成56年度 917 980 1,723

平成32年度 243 375 3,001 平成57年度 944 989 1,687

平成33年度 259 402 2,960 平成58年度 965 984 1,671

平成34年度 274 428 2,918 平成59年度 986 979 1,655

平成35年度 290 454 2,877 平成60年度 1,007 974 1,639

平成36年度 305 480 2,835 平成61年度 1,028 969 1,623

平成37年度 321 506 2,793 平成62年度 1,049 964 1,607

平成38年度 341 528 2,751 平成63年度 1,060 941 1,619

平成39年度 362 551 2,708 平成64年度 1,071 919 1,631

平成40年度 382 573 2,665 平成65年度 1,082 896 1,643

平成41年度 402 596 2,622 平成66年度 1,092 874 1,654

平成42年度 423 618 2,579 平成67年度 1,103 851 1,666

平成43年度 452 643 2,524 平成68年度 1,114 826 1,680

平成44年度 482 668 2,470 H22～26年度の平均値 3,620

平成45年度 512 694 2,415 H29～68年度の平均値 2,233

平成46年度 541 719 2,360
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図 3-1 建築物系公共施設の基ー目標メージ 

 

 

（２）インフラ系公共施設に関する基本目標 

１）適正管理による計画的な整備・更新 

災害ㄜにおいてもㄦ民ㄕ活の安全性及び利便性を確保できるよう、法ㄠ点検及びヷ常点検を

徹底し、施設の計画ㄡな整備・更ㄥに努めます。 

２）長寿命化による将来負担の抑制 

今ㄝ増ヸがㄒ込まれる将来更ㄥ等費用の軽減を図るため、予防保全型維持管理への転換や

ンフラ施設の寿命化を推進し、ヾ期ㄡな視点による費用の抑制及び平準化を目指します。 

 

  

縮減額

6.5億円/年

0

10

20

30

将来の更新等費用

28.8億円/年

（今後40年間）
普通建設事業費

見込み

22.3億円/年

（今後40年間）

公共施設（建物）の修繕や

建替えにかかる費用

公共施設（建物）の修繕や

建替えに使えると想定した費用

（40年後の目標）（現在）

23％

施設総量の適正化

更新等費用の抑制

安全性と機能性の確保

質の高い公共サービス

人口構造の変化等に伴う

新たな市民ニーズ

耐震化・適正な修繕等

適正配置・有効活用
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２ 管理の実施方針 

ㄞ節の基ー目標を踏まえ、公共施設等における管理の実施ㄛ針について以下に整理します。今

ㄝㄥたに策ㄠする各施設の個別計画については、ー計画におけるㄛ針と整ㄊ性を図るものとしま

す。 

また、ー計画のㄢ容や進捗状況等については、ホームページ等で公表します。 

 

（１）建築物系公共施設管理の実施方針 

１）施設の適正管理及び長寿命化 

◇建築物や設備の老朽化に伴う機能の損失を未然に防止するため、施設管理ㄉによるヷ常点

検・診断等を導ㄙします。 

◇ㄚ処療法である「ㄇㄝ保全」から、機能の低下の兆候を検し、使用不可能な状態のㄞに補

修等をㄅう「予防保全」に転換します。 

◇点検・診断の結果や老朽化の状況などから危険性が認められた施設については、施設の利用

状況や優先度を踏まえ、修繕、建替え、解体等を検討し、安全性の確保に努めます。 

◇耐震化未実施の施設のうち、診断等により耐震化が必要と判断された施設については、施設

の老朽度や今ㄝの需要も考慮のうえ、段階ㄡに耐震化を推進します。 

◇ㄠ期点検や予防保全の結果を踏まえて修繕やヸ規模修繕を計画ㄡに実施することにより、老

朽化の進ㄅを遅らせ、施設の機能低下を抑えるとともに、将来更ㄥ等費用の抑制及び平準化

を図ります。 

２）施設の適正配置及び有効活用 

◇施設のㄥ規整備や建替えを検討する際は、施設の位置や規模・設備等について、ㄈ・情勢や

ㄦ民ニーズに適応しているか十ㄎ協議し、真に必要とされる施設以外は可能な限り抑制に努

めます。 

②点検・診断結果を踏まえた安全性の確保 

③計画ㄡな寿命化の推進 

①継続ㄡに点検・診断・メンテナンスをㄅえる体制の整備 

①ㄥ規整備・建替えの慎重な検討 
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◇既存の施設について、ㄈ・情勢やㄦ民ニーズに適応しているかどうか再度検討し、ヾ期ㄡ

な視点から、今ㄝにおける施設のありㄛや適正配置について検討します。 

◇使用を停止した施設については、用途の廃止を含め、ㄈ・情勢やㄦ民ニーズに適応した活用ㄛ

法を検討します。また、ㄦ単独での利用が図れないㄑㄊは、民ㄟ活力による公ㄡサービスにつ

いても検討します。 

３）施設の最適化による将来負担の抑制 

◇民ㄟ活用によるコスト削減やサービス向ヿが期待できる施設については、PPP（※9）や    

PFI（※10）の導ㄙにより民ㄟ企の資ㄆやノウハウを活用するほか、ㄗ域住民との連携による

ㄇの効率化についても検討します。 

◇施設のヸ規模修繕や建替えを検討する際は、ㄈ・情勢やㄦ民ニーズ、周辺施設や類似施設の

状況等を踏まえ最適な規模を検討するとともに、建物の統廃ㄊや機能の複ㄊ化についても検

討します。 

◇施設の運営費用縮減のため、省エネㄚ応機器等の積極ㄡな導ㄙに努めます。 

◇公ㄡ利用がㄒ込めない公共施設については、売却や貸付による収ㄙの確保を検討します。 

◇将来ㄡに利用がㄒ込めない施設等については、客観ㄡな視点から保有の必要性を検討し、総

量の縮減に努めます。 

◇施設の撤去によりㄕじる跡ㄗは、売却処ㄎ等により財源の確保を図ります。 

 

 

 

 

③未利用施設の有効活用 

②今ㄝにおける施設のありㄛや適正配置の検討 

①官民連携によるㄇの効率化 

（※9）PPP パブリック・プラベート・パートナーシップ（公民連携）:公共サービスの提供に民ㄟが参画する

ㄏ法を幅広く捉えた概念で、民ㄟ資ーや民ㄟのノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向ヿを目指す

ものです。指ㄠ管理ㄉ制度も含まれます。 
（※10）PFI プラベート・フゔナンス・ニシゕテゖブ：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民ㄟの資

ㄆ、経営能力及び技術ㄡ能力を活用することで、効率化やサービス向ヿを図る公共ㄇのㄏ法をいいます。 
 

 

②施設の統廃ㄊ・複ㄊ化の検討 

③管理費用の縮減及び財源の確保 
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（２）インフラ系公共施設管理の実施方針 

１）適正管理による計画的な整備・更新 

◇「ㄇㄝ保全」から「予防保全」へ転換し、施設性能を可能な限り維持します。 

◇ㄠ期ㄡな点検・診断結果から得られた施設の状態やㄚ策履歴の情報を記録し、次期点検・診

断に活用するメンテナンスサクル（点検→診断→措置→記録）を構築します。 

◇今ㄝのㄈ・・経済情勢の変化やㄦ民のニーズを踏まえ、ヾ期ㄡな視点から必要なㄥ規整備

及び更ㄥ等を計画ㄡに実施します。 

◇費用ㄚ効果や経済波及効果を考慮し、ㄥ規整備及び更ㄥ等をバランスよく実施します。 

２）長寿命化による安定供給及び将来負担の抑制 

◇利用ㄉの安全性や安ㄠ供給を確保するため、各施設の特性や緊急性を考慮したヿで、点検及

び診断結果に基づき計画ㄡに耐震化等の寿命化を図ることにより、老朽化の進ㄅを遅らせ、

施設の機能低下を抑えるとともに、将来更ㄥ等費用の抑制及び平準化を目指します。  

①点検・診断結果を活用したメンテナンスサクルの構築 

②ヾ期ㄡな視点によるバランスのとれた施設の整備・更ㄥ 

①計画ㄡな寿命化の推進 
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第4章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針        

１ 建築物系公共施設 

建築物系公共施設における施設類型ごとの管理に関する基ーㄡなㄛ針を以下に示します。 

施設類型のヸㄎ類ごとに施設の配置状況を示し、ヾㄎ類ごとに①基ー情報、②建物の老朽化状

況、③概要・課題等、④基ーㄡなㄛ針について整理します。 

 

（１）市民文化系施設 

１）配置状況 

ㄦ民文化系施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-1 ㄦ民文化系施設の配置状況 
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２）集会施設 

①基本情報 

表 4-1 集・施設の基ー情報 

 
※総延床面積には併設されている図書館（室）は含みません。 

※利用ㄉ数は平成 26 ヹ度ヹㄟ利用ㄉ実績値です。（以下ㄘ様） 

②建物の老朽化状況 

  

 

③概要・課題等 

公民館・ㄕ涯学習センター 

○各施設とも安ㄠした利用ㄉ数があり、文化活動やㄈ・福祉活動の拠点となっています。ヾで

もヾ央公民館の利用ㄉが最も多くヹㄟ約 5.3 万ヽと、ㄦ民利用施設のヾではヾ核ㄡな施設と

なっています。その他の公民館はヹㄟ約 2.4 万ヽ～3.4 万ヽの利用ㄉ数です。また、各施設

は張所機能（窓口務）及び図書室が併設された複ㄊ施設となっています。 

○いずれの施設も築 30 ヹㄞㄝの施設であり、経ヹによる老朽化が進んでいますが、老朽化の

度ㄊいにㄚ応した修繕をㄅっていく予ㄠとなっています。 

○ヾ央公民館と文化センターは、平成９ヹに耐震診断を実施し、基準も満たされましたが、そ

のㄝ 20 ヹ近く経過し、他の公民館に比べ使用頻度もㄖく老朽化も著しいため、平成 28、29

ヹの２ヵヹで耐震診断を実施しています。 

○若松公民館は平成 25 ヹ度に実施した耐震診断の結果、公民館棟は基準値以ヿでしたが体育

館棟が基準値以下であったため、平成 27 ヹ度に体育館の耐震補強と改修工ㄇを実施しまし

た。平成 28 ヹ度に公民館の外壁・屋根防水工ㄇ等を予ㄠしています。 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

中央公民館 中央公民館 直営 1 53 1981 2,806.96 2001年 屋上防水

若松公民館 中央公民館 直営 2 28 1978 2,512.62
2015年 耐震補強及び改修
工事

矢田部公民館 中央公民館 直営 1 34 1982 2,980.71

はさき生涯学習センター 中央公民館 直営 1 24 1995 3,026.80 2014年 空調設備更新工事

大野原コミュニティセンター 市民協働課 その他 1 26 1989 1,203.00

うずもコミュニティセンター 市民協働課 その他 1 38 1991 1,414.76 2008年 空調設備改修工事

平泉コミュニティセンター 市民協働課 その他 1 50 2002 2,278.00

波崎東ふれあいセンター 市民協働課 その他 2 5 1971 4,672.00 1987年 外壁補修

20,894.85合計

集会施設

7,923㎡

38%12,972㎡

62%

延床面積

築30年未満 築30年以上

4棟

40%6棟
60%

棟数

築30年未満 築30年以上
ヾ央公民館 
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○矢ㄍㄤ公民館は築 34 ヹが経過し、特に電気、音響、給排水設備の老朽化が目立ちます。平

成 28 ヹ度に音響設備、非常用ㄓ電設備の更ㄥ工ㄇを予ㄠしています。 

○はさきㄕ涯学習センターは築 21 ヹで比較ㄡㄥしい施設ですが、海岸近くに立ㄗすることに

よる塩害の影響で老朽化が進んでいます。平成 26 ヹ度に屋根防水、図書・ㄇ務室棟空調設

備更ㄥ工ㄇを実施しました。平成 28 ヹ度に展示・研修棟空調設備の劣化診断を予ㄠしてい

ます。津波浸水区域に位置していることから、将来の建替え等に当たっては、想ㄠされる災

害を考慮する必要があります。 

コミュニテゖセンター・波崎ㄐふれあいセンター 

○各施設とも安ㄠした利用があり、ㄕ涯学習やコミュニテゖ活動の拠点となっています。 

○波崎ㄐふれあいセンターは平成 24ヹ３ㄌに閉校した旧波崎ㄐ小学校を改修して平成26ヹ９

ㄌにリニューゕルオープンし、旧校舎棟については平成 27 ヹ度に耐震・改修工ㄇを実施し

ました。 

○特殊建築物ㄠ期点検の指摘にㄚ応して施設の修繕を実施しています。 

○現在、公民館とコミュニテゖセンターでは施設の利用料ㄆの不均衡がㄕじています。利用の

平準化を目ㄡに料ㄆ体系を検討する必要があります。 

○公民館とコミュニテゖセンターは機能が類似している施設であるため、将来、ヸ規模修繕や

建替えを検討する際は、周辺施設や類似施設の状況等を踏まえ、規模の適正化とともに建物

の統廃ㄊや機能の複ㄊ化を検討する必要があります。 

 

④基本的な方針 

 ○ヾ央公民館・若松公民館については、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

○矢ㄍㄤ公民館、神栖ㄦはさき福祉センター及び女性・ㄣどもセンターはㄘ敷ㄗにあります。

このうち、矢ㄍㄤ公民館と福祉センターは両施設とも 1980 ヹ代の建設で、築 30 ヹ程度が

経過し両施設共に老朽化が進んでいます。今ㄝは施設のありㄛについて、ヾ期ㄡな視点に

立ち、複ㄊ化も視ㄧにㄙれ検討します。 

○波崎ㄐふれあいセンターの体育館については、周辺の類似施設等の関係から暫ㄠ利用として

いますが、それらの利用状況を勘案して、整備あるいは廃止のㄛ針を検討します。 

 ○コミュニテゖセンターは、指ㄠ避難所に指ㄠされていることからもㄗ域に必要不可欠な施設

であり、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 
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３）文化施設 

①基本情報 

表 4-2 文化施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

③概要・課題等 

○ヾ央公民館との複ㄊ施設であり、指ㄠ管理ㄉによる運営をㄅっています。ヹㄟを通して様々

な公演やベントを実施しています。 

○文化センターとヾ央公民館は、平成９ヹに耐震診断を実施し、基準も満たされていましたが、

そのㄝ 20 ヹ近く経過していることから、平成 28、29 ヹの２ヵヹで耐震診断を実施し、耐

震化を図ります。 

 

④基本的な方針 

 ○神栖ㄦ文化センターについては、平成１９ヹ度に実施した建物調査を参考にしながら、耐震

診断の状況に応じて修繕計画を策ㄠし、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

文化施設 神栖市文化センター 文化スポーツ課 指定管理者 1 64 1981 3,591.36 2001年 屋上防水

3,591.36合計

3,591㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

1棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上
神栖ㄦ文化センター 
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（２）社会教育系施設 

１）配置状況 

ㄈ・教育系施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-2 ㄈ・教育系施設の配置状況 
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２）図書館 

①基本情報 

表 4-3 図書館の基ー情報 

 
※総延床面積はヾ央図書館を除き、各施設における図書館及び図書室ㄤㄎの床面積です。 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○図書館法ヿの図書館はヾ央図書館とうずも図書館の 2 館です。この他は公民館に併設されて

いる図書館法に規ㄠされない図書室です。利用ㄉ数はヾ央図書館が番多く、ヹㄟ約 9.5 万

ヽ、次にうずも図書館でヹㄟ約 3.6 万ヽです。 

○ヾ央図書館は築 25 ヹを経過して老朽化が進んでおり、平成 13、14 ヹ度に屋ヿ防水、平成

24 ヹ度にㄐヷーヸ震災による破損に伴い、展示ホール天井復旧工ㄇを実施しました。平成

29 ヹ度以降に空調設備改修工ㄇを実施します。 

○その他の施設は、それぞれの併設されている施設と体となった改修工ㄇを計画しています。 

 

④基本的な方針 

○ヾ期ㄡには、公民館及び学習センターに併設されている各図書室の利用状況を踏まえた図

書館施設のありㄛ、及びㄦ全体での再編計画を検討します。 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

中央公民館図書室 中央図書館/中央公民館 1 2 1981 121.71 2001年 屋上防水

若松公民館図書室 中央図書館/中央公民館 1 3 1978 60.00

矢田部公民館図書室 中央図書館/中央公民館 1 18 1982 302.53

はさき生涯学習センター
図書室

中央図書館/中央公民館 1 5 1995 203.80 2014年 空調設備更新工事

中央図書館 中央図書館 直営 1 95 1990 2,669.20
2012年 展示ホール天井復
旧

うずも図書館 中央図書館 直営 1 36 1991 578.24 2008年 空調設備改修工事

3,935.48

図書館

合計

ヾ央図書館 



44 

 

３）博物館 

①基本情報 

表 4-4 博物館の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○郷土の歴史・民俗等の資料収集・保管・展示をㄅっているㄦㄢ唯の施設です。ヾ央図書館

に隣接して建設され、駐車ㄑは体利用されています。築 25 ヹが経過し、施設や設備の老

朽化に伴う修繕が増加しています。平成 25 ヹ度には空調設備の改修を実施しました。今ㄝ

は平成 28、29 ヹ度で照明設備の LED 化、平成 30 ヹ度に映像関係の更ㄥを予ㄠしています。 

○企画展のㄢ容によって来館ㄉは変化しますが、平成 26 ヹ度に約 1.7 万ヽの来館ㄉがありま

した。民俗資料を展示する博物館としては鹿ㄅㄗ域では唯の施設であり、鹿嶋ㄦ、潮来ㄦ、

ㄅㄛㄦ、千葉県香取ㄦ等からの広域ㄡな利用もあります。 

 

④基本的な方針 

○施設の適切な維持管理を実施し、寿命化を図ります。 

○展示施設についてはㄠ期ㄡに展示ㄢ容を更ㄥし、博物館機能を充実させます。 

 

 

 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

博物館 歴史民俗資料館 文化スポーツ課 直営 1 17 1992 1,350.00

1,350.00合計

1,350㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

1棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上 歴史民俗資料館 
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

１）配置状況 

スポーツ・レクリエーション系施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-3 スポーツ・レクリエーション系施設の配置状況 
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２）スポーツ施設 

①基本情報 

表 4-5 スポーツ施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

武道館・体育館 

○ㄦ民体育館と土ㄊ体育館が築 40 ヹ、武道館と波崎体育館が築 30 ヹ近く経過し、老朽化の状

況に応じたヸ規模修繕が必要となるㄜ期に来ています。計画ㄡな修繕が必要になります。 

○ㄦ民体育館については耐震診断を実施していますが耐震補強は実施していません。土ㄊ体育

館については耐震診断の結果、耐震補強を実施しました。 

○すべての施設で管理運営に指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしています。指ㄠ管理ㄉから不具ㄊ箇所の

報告を受け、修繕をㄅっています。 

神栖ヾ央公園防災ゕリーナ（仮称） 

○神栖ヾ央公園ㄢに平成 31 ヹ 6 ㄌの供用開始を予ㄠしています。 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

神栖市武道館 文化スポーツ課 指定管理者 2 56 1987 2,356.81

神栖市民体育館 文化スポーツ課 指定管理者 2 49 1973 3,054.60

神栖市土合体育館 文化スポーツ課 指定管理者 1 28 1974 2,892.00 2009年 屋上防水

神栖市波崎体育館 文化スポーツ課 指定管理者 2 37 1982 3,967.00 2012年 天井修繕

神栖市若松運動場 文化スポーツ課 指定管理者 1 17 1998 640.00

石塚運動広場 文化スポーツ課 指定管理者 1 15 1992 266.57

神之池パターゴルフ場 文化スポーツ課 指定管理者 1 2 1991 105.00

神栖海浜球場 文化スポーツ課 指定管理者 1 8 1985 2,219.00

神栖海浜庭球場 文化スポーツ課 指定管理者 1 40 1998 316.80

神栖海浜温水プール 文化スポーツ課 指定管理者 2 36 1995 2,280.66

神栖総合公園 文化スポーツ課 指定管理者 1 67 2010 330.41

18,428.85

ｽﾎﾟｰﾂ
施設

合計

6,296㎡

34%12,133㎡

66%

延床面積

築30年未満 築30年以上

9棟

60%

6棟

40%

棟数

築30年未満 築30年以上
神栖ㄦ民体育館 
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海浜温水プール 

○築２０ヹが経過している施設で、海岸近くに立ㄗし、塩害による老朽化が激しく、ヸ規模修

繕が必要となっているため、設備を含めて修繕計画を策ㄠし、計画に基づいた維持管理が必

要になります。 

運動ㄑ 

○すべての施設で指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしています。石塚運動広ㄑは、防災ヘリコプター及び

ドクターヘリコプターのヘリポートに指ㄠされています。運動施設の多くで老朽化が進ㄅし

ています。神栖海浜球ㄑは築 30 ヹ近く経過し、老朽化の状況に応じた修繕が必要になりま

す。 

 

④基本的な方針 

 ○ㄦ民体育館については、当面のㄟは現状のまま存続させますが、用途を廃止するㄛ向で検討

します。 

 ○スポーツ施設（体育館等）の統廃ㄊ計画について、現ㄜ点では、ㄦ民体育館以外の施設につ

いては、適切な維持管理を実施し、寿命化により施設を存続させます。  

 ○平成 31 ヹに開催される茨城ヺ体終了ㄝに、スポーツ施設の寿命化計画及び、ㄦ全体のス

ポーツ施設の再編計画を策ㄠします。 

○神之池パターゴルフㄑは、ヹㄟ利用数約 2 千ヽにㄚして芝の管理費が約 1,500 万円かかって

いるため、規模の縮小や他の種目への転換等についてもヿ記再編計画のヾで検討します。 

○海浜庭球ㄑは、平成 31 ヹの茨城ヺ体に向けて改修工ㄇを実施します。 
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３）レクリエーション・観光施設 

①基本情報 

表 4-6 レクリエーション・観光施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

ヷ川浜オートキャンプㄑ 

○平成 18 ヹ度より指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしている通ヹ営施設です。 

○ヷ川浜海水浴ㄑに隣接しているため、夏休み期ㄟに利用が集ヾします。 

○築 24 ヹが経過し、老朽化の状況に応じた修繕が必要になっています。平成 27 ヹ度はシャワ

ーとトレの改修工ㄇを実施しました。 

矢ㄍㄤサッカーㄑ 

○ヽ口芝グラウンドが４面あり、うち１面に夜ㄟ照明設備があります。今ㄝ、グラウンド面も

含めた修繕計画の策ㄠを予ㄠしています。民宿等の宿泊客の利用が多い傾向にあります。 

 

④基本的な方針 

○ヷ川浜オートキャンプㄑは、適切な維持管理を実施して施設の寿命化を図ります。 

○矢ㄍㄤサッカーㄑは、適切な維持管理を実施して施設の寿命化を図ります。 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

日川浜オートキャンプ場 商工観光課 指定管理者 5 10 1992 272.97

矢田部サッカー場 商工観光課 指定管理者 1 93 2006 684.00

956.97合計

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
施設・

観光施設

957㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

6棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上 ヷ川浜オートキャンプㄑ 
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４）温浴施設 

①基本情報 

表 4-7 温浴施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

温浴施設 

 ○両施設とも築 20 ヹ程度の比較ㄡㄥしい施設ですが、温浴施設の性格から設備面の老朽化が

進んでいます。両施設とも特殊建築物ㄠ期点検を適正に実施し、指摘ㄇ項にもㄚ応していま

す。 

 ○ふれあいセンター湯楽々は、ㄠ期点検で指摘を受けた給湯・熱循環系の配管の修繕を平成 27

ヹ度に実施しました。 

○ゆ～ぽ～とはさきは、平成 27 ヹ度に非常灯の交換をㄅい、平成 28 ヹ度に排煙窓の修繕を予

ㄠしております。今ㄝは、ふれあいセンター湯楽々とㄘ様に、配管設備改修が想ㄠされます。 

○熱源に関しては、ふれあいセンター湯楽々はボラーで、ゆ～ぽ～とはさきは波崎工団ㄗ

から支管で蒸気を購ㄙしています。支管は指ㄠ管理ㄉによるヹ 1 ㄨのㄠ期点検を実施してい

ます。 

○今ㄝの設備更ㄥや建替え等にㄚ応するためヾ期修繕計画の策ㄠが必要です。 

 

④基本的な方針 

 ○両施設とも適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

  

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

ふれあいセンター湯楽々 商工観光課 指定管理者 3 91 1998 2,088.00

ゆ～ぽ～とはさき
鹿島開発記念施設

商工観光課 指定管理者 1 107 1995 1,320.58

3,408.58

温浴施設

合計

3,409㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

4棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上
ふれあいセンター湯楽々 



50 

 

（４）学校教育系施設 

１）配置状況 

学校教育系施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-4 学校教育系施設の配置状況 
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２）学校 

①基本情報 

表 4-8 学校の基ー情報 

 

 

 

 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

深芝小学校 教育総務課 直営 4 2005 9,204.00
2011年 多目的室を普通教室

に改修

2014年 屋根復旧

息栖小学校 教育総務課 直営 6 1972 10,746.30

2011年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②）

2014年 プール循環装置改修

他工事

軽野小学校 教育総務課 直営 5 1972 6,836.00

2012年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②③）

1992年 全面改修工事（体育

館）

2014年 プール循環装置改修

工事

軽野東小学校 教育総務課 直営 5 1971 6,697.00

2010年 耐震補強及び改修工

事（校舎西棟、中央棟、東棟）

1995年 外壁補修及び屋根防

水工事（体育館）

1999年 上水配管工事（プー

ル）

大野原小学校 教育総務課 直営 7 1978 8,367.00

2010年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②）

1997年 不明（体育館）

1998年 プール改修工事

横瀬小学校 教育総務課 直営 5 1987 7,814.00
2010年 屋上防水工事（校舎

②）

2011年 復旧工事（プール）

大野原西小学校 教育総務課 直営 4 1991 7,505.00
2011年 犬走り復旧（体育館）

2011年 プールサイド復旧

柳川小学校 教育総務課 直営 4 1970 4,170.00

2012年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②）

2013年 耐震補強及び改修工

事（体育館）

太田小学校 教育総務課 直営 5 1971 4,538.00
2013年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②③）

須田小学校 教育総務課 直営 6 1972 5,146.00
2014年 トイレ改修工事（校舎

①）

波崎小学校 教育総務課 直営 3 1973 4,636.00
2009年 耐震補強及び改修工

事（校舎）

波崎西小学校 教育総務課 直営 6 1969 5,497.00

2013年 耐震補強及び改修工

事（校舎）

2014年 耐震補強及び改修工

事（体育館）

矢田部小学校 教育総務課 直営 4 1975 4,094.00

2013年 耐震補強及び改修工

事（校舎）

2014年 耐震補強及び改修工

事（体育館）

植松小学校 教育総務課 直営 5 1970 5,903.00

2012年 耐震補強及び改修工

事（校舎①②、特別教室棟）

2013年 耐震補強及び改修工

事（体育館）

土合小学校 教育総務課 直営 4 1982 4,520.00

神栖第一中学校 教育総務課 直営 7 1969 7,479.00
2012年 耐震補強及び改修工

事（校舎中央棟、西棟）

神栖第二中学校 教育総務課 直営 9 1966 7,172.00
1988年 塗装工事（プール）

2010年 耐震補強及び改修工

神栖第三中学校 教育総務課 直営 6 1973 9,230.00
2014年 トイレ改修工事（校舎

(特別教室））

神栖第四中学校 教育総務課 直営 5 1984 9,680.00
2007年 屋上防水、外壁改修、

内装改修、給排水設備等改修

（校舎①②）

波崎第一中学校 教育総務課 直営 11 1954 11,719.00

波崎第二中学校 教育総務課 直営 6 1968 5,608.00
2013年 耐震補強及び改修工

事（校舎②③④）

波崎第三中学校 教育総務課 直営 9 1968 6,806.00
2010年 耐震補強及び改修工

事（校舎(特別教室)、校舎①）

波崎第四中学校 教育総務課 直営 4 1984 5,941.00
2014年 屋上防水（校舎、体育

館）

159,308.30

小学校

中学校

合計
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②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○現在は小学校 15 校、ヾ学校 8 校を有し、延床面積でㄦが保有する公共施設全体の半数以ヿ

を学校施設が占めています。 

○耐震化については、平成 28 ヹ度にすべての小ヾ学校における耐震化工ㄇが完了する予ㄠで

す。 

○築 30～40 ヹを越える施設がヸ半を占めますが、耐震化工ㄇとあわせてヸ規模改修工ㄇも実

施しているため、総じてヸきな不具ㄊはありません。今ㄝは、ㄥ耐震施設の外壁、屋ヿ防水、

トレの改修工ㄇを実施する計画です。平成 28 ヹ度に 2 校、平成 29 ヹ度以降８校を予ㄠし

ています。 

○平成 27 ヹ度の特殊建築物ㄠ期点検において、ㄤの学校に防火シャッター改善と経ヹ劣化

による外壁の不具ㄊの指摘がありましたが、防火シャッターについては H28 ヹ度の改修を予

ㄠし、外壁改修の実施も検討します。 

○学校の再編計画については、現ㄅの「学校適正規模適正配置基ー計画」に基づき、波崎ㄐ小

学校と明神小学校の統廃ㄊを実施しました。 

○波崎第ヾ学校では、平成 27 ヹ度に老朽化した給食棟、校舎等ㄊ計 6 棟の取り壊しをㄅい

ました。 

○現在、特別支援学校は鹿嶋ㄦに位置し神栖ㄦから通学に 1 ㄜㄟ程度かかっています。神栖ㄦ

のㄕ徒が 44%を占めていることからも、ㄦㄢに設置することが望ましい施設です。 

 

④基本的な方針 

○平成 28 ヹ度に改ㄠした「学校適正規模適正配置基ー計画」の進ㄅ状況をㄒながら、施設の

ヸ規模修繕工ㄇや建替え等を実施します。 

○文ㄤ科学省からの要請により、平成 32 ヹ度までに学校施設の寿命化計画を策ㄠします。  

息栖小学校 
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３）その他教育施設 

①基本情報 

表 4-9 その他教育施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

教職員住宅 

○第二松風荘は適応指導教室を設置し、旧清水住宅（すくすく波崎）には平成 11 ヹより登校

支援教室を設置し利用しています。その他の施設の用途は教職員住宅です。 

○すべての住宅で築 30 ヹが経過しています。土ㄊ住宅は平成 21 ヹに、第二松風荘は平成 24

ヹに、第二泉荘は平成 25 ヹに、旧清水住宅は平成 11 ヹにそれぞれヸ規模改修を実施しまし

た。 

○すべての住宅で耐震性能は満たしています。 

 

学校給食共ㄘ調理ㄑ 

○築 40 ヹを越える第二学校給食共ㄘ調理ㄑと若松学校給食共ㄘ調理ㄑは、平成 28 ヹ８ㄌに統

ㄊㄊ併しました。その結果、第二学校給食共ㄘ調理ㄑは平成 28 ヹ度に、若松学校給食共ㄘ

調理ㄑは平成 29 ヹ度に取り壊しを予ㄠしています。これらの廃止に伴うㄥたな施設として、

ㄥ第二学校給食共ㄘ調理ㄑを平成 28 ヹ９ㄌから供用開始しました。 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

土合住宅 教育総務課 直営 1 1987 570.00 2009年 外壁改修

第二松風荘 教育総務課 直営 1 1977 905.00 2012年 屋上防水

第二泉荘 教育総務課 直営 1 1974 687.00 2013年 給水管改修

旧清水住宅（すくすく波崎） 教育総務課 直営 3 1966 705.00 1999年 外壁・内部改修

第一学校給食共同調理場 学務課 直営 2 1991 1,531.00

第二学校給食共同調理場 学務課 直営 1 1979 841.00

第三学校給食共同調理場 学務課 直営 2 2008 2,452.16

若松学校給食共同調理場 学務課 直営 1 1968 241.00

7,932.16

その他教
育施設

合計

4,553㎡
57%

3,379㎡

43%

延床面積

築30年未満 築30年以上

5棟

42%7棟

58%

棟数

築30年未満 築30年以上 第学校給食共ㄘ調理ㄑ 
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④基本的な方針 

○教職員住宅は、ㄙ居率が９割程度のㄜ期もありましたが、現在は７割程度となっています。

施設ㄋ体の老朽化も目立つため、今ㄝのㄙ居状況により、ヸ規模修繕工ㄇや統廃ㄊについて

検討します。 

○学校給食共ㄘ調理ㄑは、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

 

 

（５）子育て支援施設 

１）配置状況 

 ㄣ育て支援施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-5 ㄣ育て支援施設の配置状況 
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２）幼稚園・保育所 

①基本情報 

表 4-10 幼稚園・保育所の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

幼稚園 

○６園ある幼稚園のうち、うずも幼稚園を除く５園が築 30～40 ヹを経過しており、施設の老

朽化が目立つため、ヸ規模改修が必要です。ヸㄧ原幼稚園は平成 27 ヹ度に耐震補強工ㄇを

実施しました。石神、須ㄍ幼稚園は平成 28 ヹ度に耐震工ㄇをㄅいます。 

保育所 

○４施設ある保育所のうち、海浜保育所を除く３施設で築 30～40 ヹを経過しており、老朽化

が目立ちます。 

○波崎保育所については、耐震診断は実施していますが、耐震補強工ㄇは実施していません。 

○海浜保育所は、平成 2２ヹ度から指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしていますが、施設の老朽化に伴い

管理費が増加しています。 

○ヸㄧ原保育所は、経ヹ劣化による施設の老朽化が目立ちます。平成 31 ヹ度に建替えを予ㄠ

しています。  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者

（人）
建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

うずも幼稚園 教育総務課 直営 1 129 1998 977.00

石神幼稚園 教育総務課 直営 3 133 1972 758.00 1997年 全面改修

大野原幼稚園 教育総務課 直営 4 183 1979 877.00 2010年 トイレ改修

植松幼稚園 教育総務課 直営 4 105 1971 923.00

明神幼稚園 教育総務課 直営 2 35 1975 652.00

須田幼稚園 教育総務課 直営 2 54 1981 576.00

うずも保育所 こども課 直営 2 2,037 1973 982.00

海浜保育所 こども課 指定管理者 1 1,159 1993 692.00

大野原保育所 こども課 直営 1 1,644 1977 950.22

波崎保育所
(波崎第二保育所)

こども課 直営 1 551 1978 876.00

8,263.22

幼稚園

保育所

合計

うずも幼稚園 
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④基本的な方針 

○施設の再編計画については、ㄗ域の実情に応じた就学ㄞのㄣどもにㄚする望ましい教育・保

育の確保やㄣ育て支援、保育サービスの充実を目指し、平成 27 ヹ 12 ㄌに策ㄠされた「神栖

ㄦㄣどものための施設等再編基ー計画」に基づき整備・再編等を実施します。 

○波崎ㄐㄤㄗ域の明神幼稚園と波崎保育所を統ㄊし、平成 30 ヹ４ㄌを目標に認ㄠこども園「は

さき（仮称）」をㄥ設する計画です。また、土ㄊㄗ域では、植松幼稚園を廃止し平成 31 ヹ４

ㄌの完成を目標に認ㄠこども園をㄥ設する計画です。植松幼稚園の跡ㄗは、隣接する植松小

学校のグラウンド、駐車ㄑとして利用する計画です。 

○うずも保育所については、施設の老朽化に伴い廃止し、ㄘ敷ㄗㄢにㄦ有ㄗ等を利用した民

ㄟㄇㄉの誘致を検討します。 

○海浜保育所は、平成 2２ヹ度から指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしています。施設の老朽化に伴い管

理費が増加しているため廃止し、児童数の多い知ㄏㄗ区に民ㄟㄇㄉの誘致を検討します。 

○ヸㄧ原保育所は、経ヹ劣化による施設の老朽化が目立ちます。平成 31 ヹ度を目標に建替え

を検討します。 

 

 

３）幼児・児童施設 

①基本情報 

表 4-11 幼児・児童施設の基ー情報 

 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者

（人）
建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

うずも児童館 こども課 指定管理者 1 23 1980 355.68

軽野児童館 こども課 指定管理者 1 11 1992 389.00

若松児童館 こども課 指定管理者 1 22 2010 376.00

女性・子どもセンター こども課 指定管理者 2 48 2002 1,630.00

大野原児童館 こども課 指定管理者 2 18 1974 353.32

波崎西児童館 こども課 指定管理者 1 8 1987 257.00
2005年 法務局事務所→児
童館へ改修

平泉児童センター こども課 指定管理者 1 40 1997 574.00

深芝小学校
放課後児童クラブ室

こども課 指定管理者 1 2006 174.50

土合小
放課後児童クラブ室

こども課 指定管理者 1 2008 140.00

須田小
放課後児童クラブ室

こども課 指定管理者 1 2009 135.00

横瀬小児童クラブ専用室 こども課 指定管理者 1 2009 135.00

4,519.50

幼児・
児童施設

合計
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②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○うずも児童館、軽ㄧ児童館、若松児童館、女性・ㄣどもセンター、ヸㄧ原児童館、波崎西児

童館、平泉児童センターは指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしています。 

児童館 

○指ㄠ管理ㄉからの不具ㄊ箇所の報告を受け、修繕を実施しています。施設の点検の実施とあ

わせてヾ期修繕計画を策ㄠする必要があります。 

○軽ㄧ児童館は平成 28 ヹ度に冷暖房改修工ㄇを予ㄠしています。 

○女性・ㄣどもセンターは平成 19 ヹ度に建物の状況調査をもとにした修繕計画がありますが、

現在まで補修等は実施していないので、老朽化の状況に応じたㄚ応が必要です。 

○平泉児童センターは体育館設備の老朽化が目立つため、設備の改修等のㄚ応が必要です。 

児童クラブ 

○平成 27 ヹ度から 6 ヹㄕまで受けㄙれています。利用する児童は増加傾向にあります。 

○消防点検を毎ヹ実施しています。施設の点検の実施により、老朽化の状況に応じたㄚ応が必

要です。 

 

④基本的な方針 

○施設の再編計画については、ㄗ域の実情に応じた就学ㄞのㄣどもにㄚする望ましい教育・保

育の確保やㄣ育て支援、保育サービスの充実を目指し、平成 27 ヹ 12 ㄌに策ㄠされた「神栖

ㄦㄣどものための施設等再編基ー計画」に基づき整備・再編等を実施します。 

○うずも児童館は、平成 30 ヹ度に建替え工ㄇを計画しています。 

○ヸㄧ原児童館は平成 26 ヹ度に実施した耐震診断の結果、耐震性能不足であったため、平成

29 ヹ度に建替え工ㄇを計画しています。 

○波崎西児童館は元法務局舎を改築して平成 17 ヹ度に児童館とした施設であり、図書室スペ

ースを作るために平成 30 ヹ度に増改築工ㄇを計画しています。 

○児童クラブは、基ーㄡに専用室は増設せずに学校の空き教室等でㄚ応します。  

女性・ㄣどもセンター 
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（６）保健・福祉施設 

１）配置状況 

 保健・福祉施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-6 保健・福祉施設の配置状況 

 

 

２）高齢福祉施設 

①基本情報 

表 4-12 ㄖ齢福祉施設の基ー情報 

 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

高齢者福祉センター
「むつみ荘」

長寿介護課 指定管理者 1 8 2009 703.76

保健・福祉会館 長寿介護課 直営 2 2000 4,049.89

神栖市はさき福祉センター 長寿介護課 直営 2 32 1987 1,989.45

6,743.10

高齢福祉
施設

合計
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②建物の老朽化の状況 

 

③概要・課題等 

ㄖ齢ㄉ福祉センター「むつみ荘」 

○平成 2１ヹ度から指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙし、運用を開始した施設です。平成 27 ヹ度にグラウ

ンドを拡張しました。特殊建築物ㄠ期点検報告に該当する建物ではありませんが、常ㄜ、指

ㄠ管理ㄉが点検を実施し、その報告を受け安全確保に務めています。現ㄜ点でヸきな不具ㄊ

はありませんが、海岸近くに立ㄗしているため、塩害ㄚ策の検討が必要です。 

○現在は、シニゕクラブの利用が多い状況ですが、利用ㄉ数は微減の傾向にあります。 

保健・福祉・館 

○保健・福祉・館は平成 20 ヹ２ㄌに劣化診断を実施し、ヾ期保全計画を策ㄠしました。使

用頻度のㄖいㄤ屋の空調設備の故障が多ㄓしており、現在は修繕でㄚ応していますが、今ㄝ、

ヸ規模な更ㄥ工ㄇが必要になると想ㄠされます。 

神栖ㄦはさき福祉センター 

○神栖ㄦはさき福祉センターㄢには、ㄈ・福祉協議・波崎支所、シルバーヽ材センター波崎支

所のㄇ務所もあります。平成 28 ヹ度にエレベーター改修工ㄇ、屋ヿ防水補修工ㄇ等、ヸ規

模修繕の実施を予ㄠしています。 

○ㄘ敷ㄗㄢにあるや矢ㄍㄤ公民館と建築ヹ度が比較ㄡ近く、老朽化も進んでいることから将

来の建替えに当たっては、矢ㄍㄤ公民館との統ㄊも視ㄧに検討する必要があります。 

④基本的な方針 

 ○ㄖ齢福祉施設は、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

 ○神栖ㄦはさき福祉センター、矢ㄍㄤ公民館及び女性・ㄣどもセンターはㄘ敷ㄗにあります。

このうち、福祉センターと矢ㄍㄤ公民館は両施設とも 1980 ヹ代の建設で、築 30 ヹ程度が

経過し両施設共に老朽化が進んでいます。今ㄝは施設のありㄛについて、ヾ期ㄡな視点に

立ち、複ㄊ化も視ㄧにㄙれ検討します。 

6,743㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

5棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上

ㄖ齢ㄉ福祉センター 

「むつみ荘」 
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３）障害福祉施設 

①基本情報 

表 4-13 障害福祉施設の基ー情報 

 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○福祉作所きぼうの家は、指ㄠ管理ㄉ制度を導ㄙしています。震災によるㄗ盤の変形のため、

平成 24 ヹ度に屋根と柱以外を解体し、ㄗ盤改良と建物の全面改修を実施しました。 

○矢ㄍㄤふれあい館は、ㄐヷーヸ震災で被災し、閉鎖していた矢ㄍㄤ農研修センターを改修

して平成 27 ヹ４ㄌに開館した施設で、児童ㄓ達支援ㄇ所「なのはな」およびㄦ民の健康

保持・ㄦ民活動のためのスペースを併設しています。 

 

④基本的な方針 

 ○福祉作所については現在、民ㄟㄇㄉの参ㄙが増加傾向にあるため、将来ㄡにはこれらの

状況を勘案して、施設の統廃ㄊ等を検討します。 

 ○矢ㄍㄤふれあい館は、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

 

  

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

福祉作業所きぼうの家 障がい福祉課 指定管理者 1 4 1994 369.50
2012年 鉄骨基礎を残した改
修

矢田部ふれあい館 障がい福祉課 直営 1 4 1990 587.75
2014年 鉄骨基礎を残した改
修

957.25

障害福祉
施設

合計

957㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

2棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上
矢ㄍㄤふれあい館 
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４）保健施設 

①基本情報 

表 4-14 保健施設の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○保健・総ㄊ福祉センターは、築 30 ヹを迎えておりヸ規模改修が必要です。平成 18 ヹ度に空

調改修工ㄇを実施しました。 

○はさき保健センターは、築 36 ヹが経過しています。ㄊ併による保健センター機能の集約化

により、平成 20 ヹ 4 ㄌから閉鎖しています。 

 

④基本的な方針 

 ○保健・総ㄊ福祉センターは、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

○はさき保健センターは平成 29 ヹ度に解体・撤去を計画しています。 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

保健・総合福祉センター 長寿介護課 直営 1 1986 2,633.92 2006年 空調設備改修工事

はさき保健センター 健康増進課 直営 2 1980 894.00

3,527.92合計

保健施設

3,528㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

3棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上
保健・総ㄊ福祉センター 



62 

 

（７）行政系施設 

１）施設配置状況 

 ㄅㄔ系施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-7 ㄅㄔ系施設の配置状況 

 

 

２）庁舎等 

①基本情報 

表 4-15 庁舎等の基ー情報 

 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

市役所 契約管財課 直営 5 1976 9,082.00
2013年 屋上防水（上下水道

棟）

2014年 屋上防水（庁舎）

総合支所 市民生活課 直営 2 1970 4,441.00

神栖市商工会館 契約管財課 その他 1 1971 1,338.33

14,861.33合計

庁舎等
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②建物の老朽化の状況 

 

 

 

③概要・課題等 

ㄦ役所 

○ㄦ役所は築 40 ヹが経過し、老朽化が目立ちます。平成 28 ヹ度に耐震補強の設計をㄅい、平

成 29 ヹ度から平成 32 ヹ度にかけて耐震補強工ㄇを計画しています。 

○平成 29 ヹ度にㄦ役所敷ㄗㄢへㄎ庁舎の建設を計画しています。 

総ㄊ支所 

○総ㄊ支所は、築 46 ヹが経過しています。平成 27 ヹ度に耐震診断を実施し、建物のㄤで耐

震強度不足が判明しました。平成 28 ヹ５ㄌから供用開始した波崎総ㄊ支所・防災センター

に支所機能を移転し、現在は教育委員・のㄇ務所機能が残っています。 

○総ㄊ支所の敷ㄗㄢに、災害ㄜの避難住民を受けㄙれるとともに、支所機能を有した波崎ㄗ区

防災拠点施設を建設し、平成 28 ヹ 5 ㄌから波崎総ㄊ支所・防災センターとして供用開始し

ています。防災研修等をㄅう防災教育の拠点としての活用も計画しています。 

神栖ㄦ商工・館 

○神栖ㄦ商工・館は、商工・からㄦに寄付された施設で、産経済ㄤ及び商工・のㄇ務所とし

て使用しています。築 45 ヹが経過し、老朽化が目立ちます。また、旧耐震基準で建築され

た建物ですが、耐震診断は実施していません。 

 

④基本的な方針 

○ㄦ役所庁舎は、耐震補強工ㄇと設備の更ㄥ等を含めた改修工ㄇを実施します。完成ㄝ 20 ヹ

程度は適切な修繕と維持管理を実施するとともに、このㄟに、庁舎の建て替えを含め、施設

のありㄛを検討します。 

○総ㄊ支所は、平成 29 ヹ度に建設予ㄠのㄎ庁舎に教育委員・を移転させたㄝ、取り壊しを計

画しています。 

○神栖ㄦ商工・館は、産経済ㄤがㄎ庁舎に移転したㄝ、取り壊しを計画しています。  

ㄦ役所 
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３）防災備蓄倉庫 

①基本情報 

表 4-16 防災備蓄倉庫の基ー情報 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○神栖ヾ央公園に立ㄗする防災備蓄倉庫で、平成 25 ヹ度に竣工した施設です。ヹ４ㄨの清掃

委託にあわせ、ㄢㄤ点検を実施しています。 

 

④基本的な方針 

○適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

 

 

  

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

防災備蓄
倉庫

神栖市総合防災備蓄倉庫 防災安全課 直営 1 2014 1,292.36

1,292.36合計

1,292㎡

100%

延床面積

築30年未満 築30年以上

1棟

100%

棟数

築30年未満 築30年以上
神栖ㄦ総ㄊ防災備蓄倉庫 



65 

 

（８）公営住宅 

①配置状況 

 公営住宅の配置状況を下図に示します。 

図 4-8 公営住宅の配置状況 
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②基本情報 

表 4-17 公営住宅の基ー情報 

 

 

③建物の老朽化の状況 

 

 

④概要・課題等 

○海浜第１住宅、海浜第２住宅ともに築 30 ヹ以ヿを経過しています。海浜第１住宅は平成 16

～19 ヹ度に、海浜第２住宅は平成 20～24 ヹ度にかけてそれぞれ外壁・屋根の改修工ㄇを実

施しました。平成 28〃29 ヹ度で老朽化した給排水管の更ㄥ工ㄇを実施しています。海浜第

３住宅は、教職員住宅として利用していた施設を平成 20 ヹ度に改築し、ㄦ営住宅として活

用しています。 

 ○豊ヶ崎住宅Ｂ棟は、平成 26 ヹ度に屋ヿ防水を実施しました。今ㄝは、A 棟、Ｂ棟ともに外壁

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

海浜第１住宅 都市計画課 直営 4 1981 3,372.00

2004年 外壁・屋根補修（B
棟）
2005年 外壁・屋根補修（C
棟）
2006年 外壁・屋根補修（A
棟）
2007年 外壁・屋根補修（D
棟）

海浜第２住宅 都市計画課 直営 5 1983 3,872.00

2008年 外壁・屋根補修（F
棟）
2009年 外壁・屋根補修（E
棟）
2010年 外壁・屋根補修（G
棟）
2012年 外壁・屋根補修（H
棟）
2013年 外壁・屋根補修（集
会所）

海浜第３住宅 都市計画課 直営 2 1986 896.00
2008年 市営住宅への改修
工事（I棟、J棟）

松崎市営住宅 都市計画課 直営 1 1968 194.00

別所市営住宅 都市計画課 直営 1 1963 252.00

上新道市営住宅 都市計画課 直営 1 1959 143.00

豊ケ崎住宅Ａ棟 都市計画課 直営 1 1994 782.00 実施年不明 屋上防水

豊ケ崎住宅Ｂ棟 都市計画課 直営 1 1995 1,121.00 2014年 屋上防水

東町第８市営住宅 都市計画課 直営 1 1969 1,650.00

東町第９市営住宅 都市計画課 直営 1 1972 660.00

東町第１０市営住宅 都市計画課 直営 1 1973 660.00

東町第１１市営住宅 都市計画課 直営 1 1977 887.00

東町第６市営住宅 都市計画課 直営 1 1967 1,650.00

東町第７市営住宅 都市計画課 直営 1 1968 1,650.00

17,789.00

公営住宅

合計

海浜第 1 住宅 
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の老朽化等による改修工ㄇが必要になると想ㄠされます。 

○松﨑住宅、別所住宅、ヿㄥ道住宅は構造が木造で、築 40 ヹ以ヿが経過して老朽化が顕著で

す。ㄐ住宅は築 39～48 ヹが経過し、老朽化が顕著です。 

○海浜第 1,2,3 住宅と豊ヶ崎住宅 A,B 棟のㄙ居状況は、ほぼ満室の状態にあります。 

○ㄖ齢ㄉの増加にㄚ応した、ㄖ齢ㄉ向けの公営住宅の整備については、今ㄝの検討課題です。 

 

⑤基本的な方針 

 ○海浜第 1,2,3 住宅は「神栖ㄦ公営住宅等寿命化計画」に基づき、適切な維持管理を実施し

て寿命化を図ります。 

 ○豊ヶ崎住宅 A,B 棟は、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 

○松崎住宅、別所住宅、ヿㄥ道住宅、ㄐ住宅は、老朽化によりㄙ居募集を停止しており、現

在のㄙ居ㄉが退去したㄝに、取り壊す計画です。 
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 (9) 供給処理施設 

①配置状況 

 供給処理施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-9 供給処理施設の配置状況 

 

 

②基本情報 

表 4-18 供給処理施設の基ー情報 

 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

第一リサイクルプラザ 廃棄物対策課 直営 6 2005 7,698.94

第二リサイクルプラザ 廃棄物対策課 直営 3 2002 4,152.00

第一衛生プラント 廃棄物対策課 直営 1 1993 539.00

第二衛生プラント 廃棄物対策課 直営 3 1967 1,157.00 1979年 処理施設増設

土合終末処理場 下水道課 その他 2 1971 1,339.07

14,886.01合計

供給処理
施設
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③建物の老朽化の状況 

 

 

④概要・課題等 

リサクルプラザ 

○第リサクルプラザ、第二リサクルプラザは、資源・不燃・粗ヸ・有害ごみの処理施設

です。 

○第リサクルプラザは、海岸近くに立ㄗしているため塩害による老朽化が目立ち、今ㄝ、

計画ㄡな修繕工ㄇが必要です。 

○第二リサクルプラザは、平成 27 ヹ度に工ㄑ棟の屋根修繕工ㄇを実施しました。平成 28 ヹ

度は管理棟の屋根の改修工ㄇを計画しています。 

衛ㄕプラント 

○第衛ㄕプラントは、機器のメンテナンスのㄠ期点検、消防設備点検を毎ヹ実施しており、

平成 27 ヹ度に空調設備の改修を実施しました。また、平成 27、28 ヹ度で受ㄙ槽の防食塗

装工ㄇを実施しています。 

○第二衛ㄕプラントは築 49 ヹが経過し、老朽化が著しいため、現在は、第衛ㄕプラントへ

搬送するための受ㄙ貯蔵施設としています。 

土ㄊ終末処理ㄑ 

○土ㄊ終末処理ㄑは、主に土ㄊㄗ区の汚水処理を目ㄡとして昭和 46 ヹ度に整備された施設で

すが、平成７ヹ度に完成した土ㄊ第三ヾ継ポンプㄑの稼動開始に伴い、ㄘヹ度以降は使用を

停止しています。老朽化した建物や処理槽等の構造物があることから、安全性の観点からも

解体すべき施設であり、平成 28 ヹ度から解体撤去計画を推進しています。 

⑤基本的な方針 

○「神栖ㄦ般廃棄物処理基ー計画」に従い、リサクルプラザの維持管理を実施します。 

○第衛ㄕプラントは旧神栖ㄦㄚ応、第二衛ㄕプラントは旧波崎ㄚ応施設で、ㄚ象とする処

理区と処理量の問題もあるため、当面のㄟは適切な維持管理を実施して、現状の 2 施設を継

続して使用します。 

 ○土ㄊ終末処理ㄑは、解体撤去します。跡ㄗ利用については、解体撤去計画のヾで検討します。 

12,390㎡

83%

2,496㎡

17%

延床面積

築30年未満 築30年以上

10棟
67%

5棟

33%

棟数

築30年未満 築30年以上
第リサクルプラザ 
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（10）その他 

①配置状況 

その他施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-10 その他施設の配置状況 
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②基本情報 

表 4-19 その他施設の基ー情報 

 

 

②建物の老朽化の状況 

 

 

③概要・課題等 

○シルバーヽ材センターは、公益ㄈ団法ヽシルバーヽ材センターへの無償貸付物件です。 

○かみす聖苑は、指ㄠ管理ㄉ制度による管理運営をㄅっています。平成 24 ヹ度に屋根のㄤ

防水工ㄇを実施し、平成 29 ヹ度に空調設備を更ㄥする予ㄠです。 

○はさきおさかなセンターは、はさき漁協ㄘ組ㄊへの無償貸付物件で、倉庫として利用され

ています。 

○須ㄍ団ㄗ区民館は、須ㄍ団ㄗㄅㄔ区への無償貸付物件です。 

○ーㄥ区倉庫は、ーㄥㄅㄔ区への無償貸付物件です。 

○あすなろ・は、NPO 法ヽあすなろ・への無償貸付物件で、福祉作所として利用されていま

す。 

○農産物直売所は、平成 20 ヹに循環バスの待ㄊ室を改修した施設です。運営組ㄊへの有償貸

付物件で、賃貸料収ㄙがある施設です。 

○かみすスポーツクラブは、平成 25 ヹ度に公園管理ㄇ務所を改修した施設で、ㄗ域住民をㄚ

象にした卓球等の軽い運動ができる施設となっています。 

○旧ーㄥ健康ハウスは、ーㄥㄅㄔ区への無償貸付物件です。 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

シルバー人材センター 契約管財課 その他 3 1996 483.00

かみす聖苑 環境課 指定管理者 3 135 1996 3,861.78
2012年 屋上防水（一部の

み）

はさきおさかなセンター 契約管財課 その他 1 1993 210.00

須田団地区民館 契約管財課 その他 1 1978 33.12

本新町区倉庫 契約管財課 その他 1 不明 66.00

あすなろ会 契約管財課 その他 1 1986 72.04

農産物直売所 農林課 その他 1 9 1991 54.65
2008年 バス待合所を直売
所へ改修

かみすスポーツクラブ 文化スポーツ課 その他 1 1 1973 239.00 2013年 クラブ内リフォーム

旧本新町健康ハウス 契約管財課 その他 1 1994 169.00

波崎第三保育所 こども課 直営 1 1970 497.34 1972年 宿直室建築

5,685.93

その他

合計

4,778㎡

83%

896㎡

16%

66㎡

1%

延床面積

築30年未満 築30年以上 不明

9棟

64%

4棟

29%

1棟

7%

棟数

築30年未満 築30年以上 不明 かみす聖苑 
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○はさき火葬ㄑは、平成 28 ヹ 5 ㄌ 16 ヷに供用開始されたㄥしい施設で、火葬ㄑと待ㄊ室の構

成です。 

 

④基本的な方針 

○シルバーヽ材センター、はさきおさかなセンター、須ㄍ団ㄗ区民館、ーㄥ倉庫、旧ーㄥ

健康ハウスは、今ㄝとも維持管理を継続しますが、将来、補修に耐えられなくなったㄑㄊは、

廃止・解体します。 

○農産物直売所は、賃貸物件であり建物の維持に必要な補修は実施しますが、今ㄝの施設の維

持については神栖農産物直売所運営組ㄊと協議して決ㄠします。 

○波崎第三保育所は、平成 17 ヹから閉鎖しており、平成 28 ヹ度ヾに解体撤去工ㄇを計画して

います。 

○その他施設については、適切な維持管理を実施して寿命化を図ります。 
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（11）上水道施設 

①配置状況 

 ヿ水道施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-11 ヿ水道施設の配置状況 

 

 

②基本情報 

表 4-20 ヿ水道施設の基ー情報 

 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

土合配水場 水道課 直営 1 2011 245.61

別所配水場 水道課 直営 3 1968 236.50

2008年 屋上防水（ポンプ棟
と機械）
2008年 屋上防水（棟で１契
約）（発電機棟）
2007年 屋上防水（旧波崎町
水道事業事務所）

知手配水場 水道課 直営 1 1968 400.00

鰐川配水場 水道課 直営 1 2003 424.00

1,306.11

配水場

合計
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③建物の老朽化の状況 

 

 

④概要・課題等 

○土ㄊ配水ㄑは平成 23 ヹ度に更ㄥした施設であり、ㄢㄤ設備の点検を実施しています。 

○別所配水ㄑは築 48 ヹを経過し老朽化が目立ちます。平成 20 ヹに屋ヿ防水工ㄇを実施し、平

成 24 ヹに耐震診断を実施した結果、耐震性に問題はありませんでした。 

○知ㄏ配水ㄑは、築 48 ヹを経過しており、老朽化が目立ちます。また、平成 23 ヹ 3 ㄌにㄓㄕ

したㄐヷーヸ震災により、配水塔及び配水ㄗが被災したことから、構造物の耐震性やㄑㄢ配

管等の経ヹ劣化状況を考慮し、耐震性構造を備えた施設への更ㄥを平成 29 ヹ度に完成する

予ㄠにしています。ㄥ知ㄏ配水ㄑの竣工により、全ての配水ㄑが現在の有ヽ運転から無ヽ運

転施設に切り替わる予ㄠです。 

○鰐川配水ㄑは平成 15 ヹ度にㄥ築した施設であり、ㄢㄤ設備の点検を実施しています。 

 

⑤基本的な方針 

○平成 20 ヹに策ㄠした「水道ビジョン」の計画期ㄟが平成 29 ヹ度までのため、神栖ㄦ水道ㄇ

ゕセットマネジメントに基づき、平成 30 ヹ度からのㄥたな「水道ビジョン」を平成 29 ヹ

度に策ㄠします。 

○知ㄏ配水ㄑは、平成 30 ヹ度以降の取り壊しを計画しています。 

 

  

鰐川配水ㄑ 
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（12）下水道施設 

①配置状況 

 下水道施設の配置状況を下図に示します。 

図 4-12 下水道施設の配置状況 

 

 

②基本情報 

表 4-21 下水道施設の基ー情報 

 

 

施設類型 施設名称 所管課 管理形態 棟数
利用者
（千人）

建築年度
（最も古い建物）

総延床面積
（㎡）

大規模改修の履歴

港南中継ポンプ場 下水道課 直営 1 1986 1,213.77

柳堀中継ポンプ場 下水道課 直営 1 1989 256.37

平泉中継ポンプ場 下水道課 直営 1 1992 497.70

土合第三中継ポンプ場 下水道課 直営 1 1995 1,628.46

3,596.30

ポンプ場

合計
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③建物の老朽化の状況 

 

 

④概要・課題等 

○平成 26 ヹ度末に港南、柳堀、平泉、土ㄊ第三ヾ継ポンプㄑ、４施設の建屋ㄢㄤの設備をㄚ

象とした 5 ヵヹの寿命化計画を策ㄠしました。計画に基づき、平成 27 ヹ度に実施設計を

ㄅい、平成 28 ヹ度から設備の改築及び更ㄥをㄅいます。また、耐震診断の結果から、平成

30 ヹ度より土ㄊ第三ヾ継ポンプㄑ建築ㄤの耐震化工ㄇを実施する予ㄠです。 

 

⑤基本的な方針 

○現在、平成 27 ヹから平成 31 ヹまでを期ㄟとする寿命化計画があり、平成 32 ヹ度以降の

寿命化計画については、「神栖ㄦ下水道ストックマネジメント計画（仮称）」のㄤとして

策ㄠし、施設の全体ㄡな管理の最適化を図ります。 

 

  

土ㄊ第三ヾ継ポンプㄑ 
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２ インフラ系公共施設 

ンフラ系公共施設における施設類型ごとの管理に関する現状と課題、基ーㄛ針として、①現

状と課題、②基ーㄡなㄛ針について整理します。 

なお、ヿ水道、下水道の各管路については、包括ㄡな維持管理が必要であるため、それぞれ関

連する建築物とㄊわせて整理しています。 

 

（１）道路 

①現状と課題 

補修等については、ヷ常ㄡに実施している点検パトロール及び関係ㄉや住民からの情報を収集

して、状況に応じて迅速に実施しています。 

従来のㄇㄝㄡな修繕・更ㄥから、ㄠ期ㄡな点検及び計画ㄡな修繕・更ㄥ等をㄅう予防保全型の

維持管理へ転換を図り、道路施設の寿命化や修繕・更ㄥにかかる費用の縮減と平準化を図る必

要があります。 

道路の占用物件である水道配水管や下水道管渠などのㄗ下埋設物に関しては、所管課との調整

を図り、ㄊ理ㄡな更ㄥ等を進めていく必要があります。 

 

②基本的な方針 

平成 28ヹ度から波崎ㄗ区で試験ㄡに実施している24 ㄜㄟ体制で道路補修にㄚ応する仕組み

を、来ヹ度以降、ㄦ域全体に広げて実施する予ㄠです。 

 

（２）橋りょう 

①現状と課題 

更ㄥの目安である建設ㄝ 60 ヹを経過している施設は、現ㄜ点ではありませんが、平成 49 ヹ以

降に急増することが想ㄠされます。 

平成 25 ヹ度に策ㄠされた「神栖ㄦ橋梁寿命化修繕計画」に基づき、修繕・更ㄥを実施して

いますが、ㄑㄊによっては、修繕よりも架替えたㄛが経済ㄡ、あるいはㄞ倒しで実施するㄛが経

済ㄡであると判断されるケースもあり、全体の修繕・更ㄥ費用を考慮しながら、状況に応じた補

修等を実施しています。 

 

②基本的な方針 

平成 25 ヹ度に策ㄠされた「神栖ㄦ橋梁寿命化修繕計画」に基づき、適切な維持管理を実

施します。なお、この計画は 5 ヹごとにㄒ直す予ㄠです。 
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（３）上水道 

①現状と課題 

更ㄥの目安である建設ㄝ 40 ヹを経過している配水管は、現ㄜ点において全体の約 27.6％であ

り、老朽化が進んでいますが、毎ヹ度更ㄥを実施しています。 

「水道ビジョン」に基づき、配水ㄑ施設とㄊわせた包括ㄡな維持管理を検討し、更ㄥ等費用の

縮減と平準化を図る必要があります。 

 

②基本的な方針 

平成 30 ヹ度に策ㄠ予ㄠのㄥたな「水道ビジョン」に基づき、配水管の更ㄥ計画を策ㄠし、

適切な維持管理を実施します。 

 

（４）下水道 

①現状と課題 

平成 27 ヹから平成 31 ヹまでを期ㄟとする寿命化計画に基づき、ポンプㄑとㄊわせた包括ㄡ

な維持管理を実施しています。 

 

②基本的な方針 

「神栖ㄦ下水道ストックマネジメント計画（仮称）」のㄤとして策ㄠする予ㄠの寿命化計

画に基づき、適切な維持管理を実施します。 
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第5章 フォローアップ実施体制                

１ 全庁的な取り組み体制の構築 

公共施設等マネジメントに主体ㄡに取り組むㄤ署がヾ心となり、施設所管課などの関連ㄤ署と

連携し、全庁ㄡな取組体制を構築します。また、全庁ㄡな調整やㄊ意形成をㄅうㄑとしての庁ㄢ

検討組織を設置します。 

図 5-1 全庁ㄡな取り組み体制のメージ 

 

 

 

  

庁ㄢ検討組織 

提案・報告など 検討・承認 

施設所管課 施設所管課 施設所管課 施設所管課

… 

ㄔ策企画課 ・計画の進ㄅ管理 
・情報の元管理 

財ㄔ課 ・予算の調整 
・財源の確保等 

施設所管課 

… 
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２ 情報の一元管理と共有のあり方 

公共施設等総ㄊ管理計画を着実に推進していくためには、ヽ 件費や修繕費などの維持管理費用、

利用状況などについて、適宜把握する必要があります。そのため、図 5-2 に示すようにー計画策

ㄠに伴い作成した「施設カルテ」を、元ㄡな情報データベースとして活用するものとし、修繕

履歴や改修などに関する情報を網羅し、適宜更ㄥしていくものとします。 

こうして元化されたデータを庁ㄢで共有し、施設の寿命化計画や再編・再配置計画などの

策ㄠのための基礎情報として活用し、全庁横断ㄡかつ効率ㄡな管理・運営の実践を目指します。 

図 5-2 情報の元管理・共有のメージ 

 

 

  

施設所管課 施設所管課 施設所管課 
・・・ 

情報の一元化・共有 

公共施設等 

総合管理計画 
施設カルテ 

（データベース） 

＜政策企画課＞ 
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３ フォローアップの実施方針 

PDCA(計画・実施・評価・改善)サクルにより、取組の進捗管理や改善をㄅい、ー計画を着実

に推進していきます。ー計画を着実に進めていくために、図 5-3 に示す PDCA サクルを実施し

ていくことが重要となります。 

「PLAN・計画」では、ー計画のㄛ針に沿って再編・再配置計画等の個別計画の策ㄠをㄅい、「DO・

実施」では、ヸ規模修繕や建替え、統廃ㄊなどのㄇ計画の策ㄠ及び推進を図ります。 

「CHECK・検証」では、進ㄅ管理を担うー計画庁ㄢ検討組織により再編・再配置計画等の個別

計画の進捗状況を集約し、情報の共有及び検証をㄅいます。 

「ACT・改善」では、検証により洗いされた課題について、庁ㄢ検討組織のヾで協議します。

その結果に基づき、再編・再配置計画等の個別計画のㄒ直しやㄥ規の個別計画（PLAN）の策ㄠを

ㄅいます。 

 

図 5-3 フォローゕップの実施メージ 

 

 

 

 

進捗状況の評価・検証 

評価・検証結果を踏まえ、 

改善策を検討 

C 

再編・再配置計画等の個別計画の策定 

Ｐ 
PLAN（計画） 

CHECK（検証） 

PDCA 

サイクル A 

ACT（改善） 

大規模修繕や建替え、統廃合

などの事業計画の策定・推進 

D 

DO（実施） 
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